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はじめに

1925年11月 に内務省社会局の外郭団体 として設立をみた産業福利協会

は、社会局長官として会長に就いていた長岡隆一郎(1884-1963年)が 「産

業労働者のためにする福利事業」は 「事業主」の 「当然の義務」1であると

述べたように、労働者の福利増進を図ることを主要な目的の一つに発足 し

た。実際、産業福利協会会則第1条 には、「本会ハ工業災害 ノ防止、労働衛

生ノ改善及被傭者ノ福利ノ増進ヲ図 リ且ツ労働法規ノ円満ナル施行ヲ助ク

ルヲ以テ目的 トス」 と謳われていた2。そ して、「如何に良好なる労働状態

の下に生産が実行 されるかを実現するのが傭主の社会的義務Socialobli-

gationで ある」と説いた英国の製菓会社社長B・ シーボーム・ラウン トリー

(B.SeebohmRowntree)の 労働者福祉の思想を産業福利協会に持 ち込ん

だのが、協会の理事長で社会局第一一部長(1926年4月 から職名変更により
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労 働 部 長)の 河 原 田稼 吉(1886-1955年)と 同理 事 で 社 会 局 嘱 託 の蒲 生 俊

文(1883-1966年)で あ った と考 え られ る3。

ラ ウ ン ト リー は1924年 に来 日 し4、 こ れ が 切 っ掛 け と な って 河 原 田 と蒲

生 は ラ ウ ン トリーの 思 想 に強 い関 心 を 示 した こ とが 、 彼 らの 著 述 か らわ か

る5。 の ち に彼 らは、 「産 業 福 利 の 精 神 」 と名 づ け、 ラ ウ ン ト リー の 語 った

思 想 を紹 介 す る こ と にな る。 す な わ ち、 二 人 の 書 い た 同名 論 文 「産 業 福 利

の 精 神 」 が 、 それ で あ る。 この 精 神 は、1925年11月 の 産 業 福 利 協 会 の 設 立

や1936年4月 の 協 調 会 産 業 福 利 部 の 設 立 に理 論 的 な 基 礎 を与 え た こ とか

ら、 戦 前 期 日本 に お け る産 業 福 利 運 動 の 重 要 な 理 念 の 一一つ と して 位 置 づ け

られ る。

以 下 で は、 この 同名 論 文 の 実 質 的 な 執 筆 者 が 蒲 生 で あ っ た こ とを 論 証 す

る と と も に、 な ぜ 河 原 田が それ を 自分 の 名 前 で 発 表 したの か な ど につ いて

検 討 して み る。

1河 原田稼吉と蒲生俊文の同名論文 「産業福利の精神」

河原田と蒲生は、それぞれ同名の論文 「産業福利の精神」を蒲生が編輯

兼発行人を務める同じ雑誌 『産業福利』に発表 している6。しか も、両者は

内容も酷似 している。河原田が発表 したのは1927年2月 号の 『産業福利』

誌上であるのに対 し、蒲生は1936年5月 号の 『産業福利』誌上である。

発表時期に着目していえば、一般 論として、先に発表 した河原田が真の

執筆者であり、後に発表 した蒲生は、それを書き写 したのではないかと考

え られよう。 しか し、詳細に検討すれば、そうでないことがわかる。以下、

これについて説明 しよう。

まず、河原田の論文 「産業福利の精神」は、その末尾に 「産業福利協会

主催工場災害予防及衛生講習会に於ける講演速記」である旨の断 り書きが

あり7、実際、1926年 「十月二十五日から一週間」開催 された同講習会で
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は、河原田が 「産業福利の精神」という講習課目を担当している8。ちなみ

に、蒲生は同講習会では 「安全第一運 動」という講習課目を担当 した9。

問題は、河原田の講習課目の内容を誰が作成 したか、である。残念なが

ら、この講習課目の正確な内容はわからないので、ここでは、講習課 目「産

業福利の精神」と河原田の論文 「産業福利の精神」(以 下において、河原

田論文と略記する場合がある。また、同様に蒲生の論文 「産業福利の精神」

は蒲生論文と略記する場合がある)が 同一一であるという前提で話を進める

ことにしようo

結論か らいえば、河原田論文を河原田の他の著作および蒲生の著作と比

較検討すれば、河原田論文の実質的な執筆者が蒲生であることがわかる。

ここで比較検討する著作は、河原田の 『労働行政綱要』(松華堂書店、1927

年6月)と 蒲生の 『労働管理』(厳 松堂書店、1928年4月)で ある。河原

田論文の発表後に刊行されたこれ らの著書に、河原田論文と内容が重複 し

たり記述が類似する箇所が散見されるためである。また、論文 「産業福利

の精神」が限 られた会員向けの雑誌に掲載されているのとは違い、これら

の著書は一般 読者を対象としている点で、著者自身が 着想や情報源は

別にして その内容を執筆 したと考えられるためである。

比較検討のための一一覧表(図 表1「 河原田論文比較対照表」参照)は 次

節で示すが、ここで、その一一覧表を踏まえて導き出される結論を先に示 し

ておこう。まず、内容に関 して、蒲生の著書 『労働管理』が河原田論文の

約7割(字 数換算)を 含むのに対 し、河原田の著書 「労働行政綱要』は、

その1割(字 数換算)以 下 しか含まないこと、加えて、『労働行政綱要』

が含むその1割 の部分は、すべて 『労働管理』に含まれていることがわか

る。そのことか ら、河原田論文は、その大部分 少な くとも、その7割

以上 が蒲生によって執筆されたと考えられるので、その実質的な執筆

者は蒲生であると結論づけることができる。なお、河原田論文と蒲生論文
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の相違は、文体や若干の部分に限 られているので、それぞれが加筆 したり

修正を施 したことによるものだと考え られる。

さらに、この結論を補強する点を3点 、示 しておこう。

まず第1に 、河原田論文で触れ られ、『労働管理』にも記載がある2箇

所の文章が、1926年 の講習会以前に刊行された蒲生の別の著作に見 られる

点である。この2箇 所の文章は、それぞれ河原田論文で 「日本の或一一工場

に於ける一一例」(文章番号22お よび23下 記の図表1「 河原田論文比較対

照表」参照)お よび 「英のラオンツリー氏が先年 日本に参つた時」(文 章

番号24)と いう書き出しで始まる一一節である。前者は1926年9月 に刊行さ

れた蒲生の著書 『S式 労働管理法』に、後者は1925年12月 に刊行 された

「労働管理に関する一考 察」という蒲生の論文に、それぞれ大変似通った記

述が見 られる。実際、比較 してみると、次のとおりである。

まず、河原田論文の 「日本の或一一工場に於ける一一例」に対応する蒲生の

著書 『S式労働管理法』の一一節は、次のとおりである。

職工は其工場の職に安 じ、生を楽むの風を生 じ、隣 り工場に罷業が起

つて宣伝に来た時にも、自分達は会社に反対する理由が無いと言ふて

断つた事が有つた。而 して専心一意 会社に尽 し仕事に没頭 して居た結

果、製品の品質は良好であり、且つ仕事中に屡々発明する事が多かつ

た。一一口に発明と言ふが、発明するに至るのは中々一朝 一一夕の工夫で

は出来ない。「ローマ」の成るは一一日に して成に非ずと言はれて居る

通 りである。仕事を し乍 ら発明をすると言ふ事実は如何に職工が職業

に趣味を感 じて居るかを示すものである。

〔…〕中に働 く人の気分は根底から変つた。今迄側 目も振 らずに仕事

に没頭 した人 は、仕事 よりも先づ 自身の身の廻 りを見廻 し始めた。

〔…〕今迄は自分の仕事だと信 じて居た仕事は実は自分の仕事では無
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いと感 じて来た。自分は生活の為めに只賃金を得るのが目的だと理解

　ママコ

して来た。〔…〕自然に品値の低下を来 したのは止むを得ない。〔…〕然る

に品質低下では製品の市場に於ける声価を害 し会社の信用を落すから、

其処で検査係を増員 して厳重に検査を励行 した。処が 〔…〕検査を励

行する結果。パスする物がな くなれば(其 は当然の結果であつた)製

品の数が揃はない。然るに一一方販売関係に於ては御得意との供給契約

が有つて納入期限が定まつて居る。此の期限に納入を怠る時は、相当

の賠償を為さなければな らぬ。〔…〕其処で検査標準を低下 して数を揃

へることを計つた。之を製作する者か ら考へれば数を揃へさへすれば

予定の賃金に有 り付けるか ら、わざわざ熱心になつて優良品を作 り出

す必要はない。検査をパスする程度でよいと言ふことになるので、一

般に製品の品質低下を来すのは当然招来された結果であつた。10

また、河原田論文の 「英のラオンツリー氏が先年日本に参つた時」とい

う書き出しで始まる一節に対応す る蒲生の論文 「労働管理に関する一考

察」の箇所は、次のとおりである。

ラオンツリー氏、嘗て曰く

我が社の製品が市場の競争に負けて来た時に、人員を減ずるか、又

は賃金低下の外、原価逓減方法がないやうに思ふが、諸君名案あらば

乞ふ提示せよと、労働者に計つたところが、労働者は協議上、能率増
　ママコ

進 法 を 考 察 して 、 よ く市 場 に勝 つ こ とが 出来 た。 これ は労 働 者 が 事 業

を 自 己の 事 業 と し、 責 任 を 双 肩 に担 つ て 居 るか らで あつ て 、 我 と彼 と

一一つ で あ るか らだ
。11

と くに 「日本 の 或 一一工 場 に於 け る一一例 」 は、 河 原 田 も知 って いた 可 能 性
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のあるラウントリーの話とは違い、蒲生 しか知 りえない内容12で あること

か ら、河原田論文を河原田が一一人で書き上げたとはいえない明確な証拠で

ある。

第2に 、「英のラオンツリー氏が先年 日本に参つた時」という書き出しで

始まる一節は、河原田論文と蒲生論文に加え、河原田の著書 『労働行政綱

要』および蒲生の論文 「労働管理に関する一考 察」にも含まれているが、

『労働行政綱要』のみ独自の内容が含 まれているのに対 し、他の3つ は、

ほぼ同じ内容の記述になっていることである。実際、『労働行政綱要』で

は、

嘗て同会社 〔ラウン トリーが経営する会社〕の製品が市場に於て不利

益の状態に陥つたときに、氏は職工代表者を集めて我社製品は目下世

上に於て不利益の状態に在る、世間一般 の方法に依れば人員淘汰を為

すとか、賃金の低下を為すとかの外途がないが、若 し諸君に名案あら

ば申出で られたいと申渡 したところ、労働者は数日協議 したる後各個

人の生産能率を増加する方法を案出し、之を実行 したる結果原価は非

常に低下 し、遂に市場に於て 「品質優良にして価格は低廉」と云ふ名

声を博 し、競争に打勝つことが出来たと云ふことである。13

と記述 されているが、 とくに 「労働者は数日協議 したる後」および 「『品

質優良にして価格は低廉』と云ふ名声を博 し」という説明は、河原田論文

や蒲生の記述には見当たらない14。つま り、この部分に関して、河原田論

文の記述は自著である 『労働行政綱要』の文章よりも、蒲生の文章に近い

のである。つまり、これは、河原田に書 くことが可能な内容を、蒲生が代

わって書いていることを示 している。

第3に 、河原田および蒲生が、ともに 「産業福利の精神」に引用 してい
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る菜根謂の一一節は、「労働管理に関する一考察」という1925年 の蒲生論文で

既に次のように使われている。

菜根謂に

天一一人を富まして以て衆人の困を済ふ、而かも、世反つて有する処

を挟んで以て人の貧を凌 ぐ、真に天の鐵民なる哉

と、願はくば、我邦の工場主は、団体の有機的生命に自覚 して、天の

鐵民たらざらんことを、是れ労働管理の根底に横はるべき根本精神で

ある。15

そして、この一節 の直前に、論文 「産業福利の精神」において述べられ

ている 「日本の或一一工場に於ける一一例」および 「英のラオンツリー氏が先

年日本に参つた時」という書き出しで始まる一一節の要点が記され、外国で

あれ日本であれ 「労働管理の根底に横はるべき根本精神」は同じであり、

また、菜根謂が書かれた昔も、工業が発展してきた今も、その 「根本精神」

は変わ らないことを蒲生は説こうとしている。

すなわち、蒲生は工場主に 「衆人の困を済ふ」役割を期待 し、この役割

を担おうとする自覚 こそが労働管理の 「根本精神」、つまり 「産業福利の

精神」だと述べている。加えて、この菜根謂の一一節は蒲生の自著 「労働管

理』には記載されているが、河原田の自著 『労働行政綱要』には見当たら

ない。このように、菜根謂と 「日本の或一一工場に於ける一例」とラオン ト

リーの思想を結び付けなが ら、「産業福利の精神」を独自に体系化 したのが

蒲生であった。また、それを蒲生は、精緻な理論を組み立てるのではなく、

海外の文献か らの引用や内外の実例を示 しなが ら、わか りやす く説いてい

る。

以上か ら、河原田論文は、河原田の着想や記述が部分的に含まれている
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にせ よ、 その 大 部 分 は蒲 生 の 筆 に負 う もの で あ り、 そ こ に お いて 、 蒲 生 は

ラウ ン トリー に触 発 され つつ も、 その受 け売 りで はな く、 独 自の体 系 を示 し、

豊富 な実 例 を巧 く使 いな が ら 「産業 福利 の精 神」 を説 こ うと したので あ る。

2論 文 「産業福利の精神」と蒲生俊文 『労働管理』

この節では、河原田稼吉の論文 「産業福利の精神」(『産業福利』第2巻

第2号 、1927年2月 、所収)と 蒲生俊文の論文 「産業福利の精神」(『産業

福利』第11巻 第5号 、1936年5月 、所収)の 全文、およびそれ らに対応す

る蒲生の著書 『労働管理』(厳松堂書店、1928年4月)の 該当部分を原文

で示 し、それ らを比較 しやすい形で一一覧表にしてみよう。

これによって、同名論文 「産業福利の精神」の大部分が蒲生の執筆であ

ることが容易に理解できよう。

なお、一・覧表において、「労働管理』の欄の 〔 〕は、該当する頁数を

示す。また、河原田稼吉 『労働行政綱要』(松 華堂書店、1927年6月)の

内容とほぼ一・致する部分16を 下線で示 し、その対応する頁数を河原田論文

の欄に 〔 〕内で示 した。さらに、比較 しやすいように、文章を適当に線

で区切 り、段落および改行を一部無視 し、旧字体等の一一部の表記を改め

た。

図表1河 原田論文比較対照表

文章番号 河原田論文 蒲生論文 「労働管理」の該当部分

(一)産 業福 利 の意 義 (一)産 業福 利施 設 の 〔な し〕

産業福利協会が産業福 意義 産業福利運動は

利 と称す るの は何を意 工場人素の確認 と其の

味す るのであ るか と言 尊重 に始 ま り、如何 に

1
ふ ことを先づ第一 に述

べて置 く必要が有 らう

して之が福祉を図 り依

て以て健全円満な る従

と思 ひます、産業福利 業員を養 ひ、相結合 し

と は 英 語 のIndustri一 て有機的生命活動団体
alWelfareで あ り ま を醸成せんかの努力で

して福利施設 とか福利 あつて福利施設は其福
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増進事業な ど ＼申すの 祉増進の具体的手段で
と異な るものでは有 り あ る。

ません、我邦 に於て も

福利又は福利施設とか
1 福利増進事業な ど ＼も

言 ひ人 に依 りては厚生

施設な ど申す もの もあ

りますが要す るに一つ

こ とで あ り ます 。

一体福利施設 とは如何 一体福利施設 とは如何 一体福利施設 とは如何

な ることを意味す るも な ることを意味す るも な ることを意味す るも

のであ るか と申す に、 ので あるか と言ふ に、 のであ るか、従来行 は

2
先づ第一 に従来行 はれ

て居 る意見を一覧 して

先づ第一 に従来行 はれ

て居 る意見を一瞥 して

れて居 る二三の定義を

挙 ぐれば、 〔304頁〕

見 る必要があ らうと思 見 る必要があ らうと思

ひます、試 に二三の定 ふ。試 に二、三の定義

義を挙げて見 ませ う。 を挙 ぐれ ば

第一 に英国政府の与へ 第一 に英国政府で与へ 第一 に英国政府の与へ

た 定 義 に依 り ます と た定義 によれば 「福利 た定義 に依 ると 「福利

「福利 施設 とは労働 者 施設とは労働者に対す 施設とは労働者に対す
に対する最善の雇傭状 る最善の雇傭状態を目 る最善の雇傭状態を目
態を 目的 とす る管理者 的 とす る管 理 者 の 施 的 とす る管 理 者 の 施

の 施 設」 で あ りま す 設」であ る、而 して 「仮 設」とあ る、而 して 「仮

〔485頁 〕、而 して 「仮 令 令其の一部は工場法其 令其の一部は工場法其

其の一部 は工場法其他 他の法律の要求す ると 他の法律の要求す ると

の法律の要求す るとこ こ ろで あ つ て も、 そ れ こ ろで あ つ て も、 夫 れ

3 ろであつて も、夫れは は一般的最小限度を定 は一般的最小限度を定
一般的最小限度を定む む るに止 まり、福利施 む るに止 まり、福利施

るに止 まり、福利施設 設 は更 にその範囲が広 設 は更 にその範囲が広

は更 にその範囲が広 く く萄 も労働者の私事 に く萄 も労働者の私事 に

荷も労働者の私事に亘 亘 らざる限 り健康、安 亘 らざる健康、安全、

ら ざ る限 り健 康、安 全、幸福、能率 に関す 幸福、能率 に関す る一

全、幸福、能率 に関す る一切の事項を含む」 切の事項を含む」 もの

る一切の事項を含む」 ものであ ると説明 して で あ る と説 明 して 居

ものであ ると説明 して 居 る。 る 。 〔304-305頁 〕

居 り ます 。

第二 にブイ リッポヴイ 第二 「ブイ リッポヴイ 第ニ フイ リツボヴイ ッ

ツチの定義を見 ます と ツチ」の定義を見 ると チの定義を見 ると 「法

「法律の規定又は雇傭 次 の通 りで あ る。「法 律の規定又は雇傭契約

4 契約の条件以上に労働 律の規定又は雇傭契約 の条件以上に労働者の

者の経済上の地位の改 の条件以上 に労働者の 経済上の地位の改善を
善を図 り、且つ 日常生 経済上の地位の改良を 図 り、 且 つ 日常 生 活 、

活、衛生、教育、娯楽 図 り、 且 つ 日常 生 活 、 衛生、教育、娯楽等 に

等 に関す る箇人的の慾 衛生、教育、娯楽会 に 関す る個人的の欲望を
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望を一層十分 に満足せ 関す る個人的の慾望を 一層十分 に満足せ しむ

しむ ることを 目的 とす 一層十分 に満足せ しむ ることを 目的 とす る企

4 る企業者の永続的施設 ることを 目的 とす る企 業者の永続的施設であ
で あ る」 とあ り ます 。 業者の永続的施設であ る」 とあ る。 〔305頁 〕

〔485-486頁 〕 る」

第三 にフランケル及び 第三 にフランケル及び 第三 フランケル及 びフ

フライ シエルの著書を フライ シエルの著書 に ライ シエルの著書を見

見 ます と 「労働状態を 依 ると 「労働状態を改 ると 「労働状態を改善

改善せん とす る傭主の 善せん とす る雇主の 自 せん とす る傭主の 自発

自発的努力を産業改 発的努力を産業改善、 的努力を産業改善、福

善、福利施設又 は使用 福利施設又は使用人に 利施設又は使用人に対
人 に対 す る奉 仕 と言 対す る奉仕を言ふ」 と す る奉仕 と言ふ」 とあ

5
ふ」 とありまして 「此

等の働 きは傭主及従業

あ りて、「此 等 の働 き

は雇主及従業員が協同

り、「此等 の働 き は傭

主及従業員が協同 に又

員が協同 に又 は各別 に に又は各別 に工場を彼 は各別 に工場を彼等の

工場を彼等の単位 と し 等の単位 と して双方を 単位 と して双方を利益

て双方を利益す るもの 利益す るものであつて す るものであつて法律

であつて法律又 は組合 法律又 は組合 によつて 又 は組合 によりて強制

によりて強制 されない 強制 されない ものであ されない ものであ る」

もので ある」 と説明 し る」 と説明 して居 る。 と云ふ説明を下 して居

て 居 り ます 。 る。 〔305頁 〕

今仮 りに以上三種の定 今仮 りに以上三種の定 今仮 りに以上四種の定

義を通観 しますれ ば下 義を通観すれば下の如 義を通観すれば下の如
6 の如 き要素を有 して居 き要素を有 して居 る。 き要素を有 して居 るこ

ります 。 と を 知 る の で あ る。

〔305頁 〕

第一 に他の強制 に拠 る 第一、他の強制 に拠 る 第一 に他の強制 に拠 る

もので無い ことで あり もの で 無 い こ とで あ もの で 無 い こ とで あ

ます 、 フ ラ ンケ ル 及 び る。 フ ラ ンケ ル 及 び フ る、 フ ラ ンケ ル 及 び フ

フライ シエルが 「傭主 ライシエル は 「雇主の ライ シエルが 「傭主の

の 自発的努力」と言 ひ、 自発的努力」 と言 ひ、 自発的努力」 と云 ひ、

ブイ リツ ボ ヴイ ツ チは フイ リツ ボ ヴイ ツ チは ブイ リツ ボ ヴイ ツチ は

「法律の規定又は雇傭 「法律 の規 定又 は雇 傭 「法律 の規 定又 は雇 傭

契約以上 に」 と言 ひ英 契約以上 に」 と言 ひ、 契約以上 に」 と云 ひ、

7 国政府 は 「仮令其の一

部 は工場法其他の法律

英国政府 は 「仮令其の
一部は工場法其他の法

英国政府 は 「仮令其の
一部 は工場法其他の法

の要求す る処であつて 律の要求す る処で あつ 律の要求す る所であつ

も、夫れは一般的最小 て も、それ は一般的最 て も、夫れは一般的最

限 度 を 定 む る に止 ま 小限度を定む るに止 ま
〔マ マ 〕

小限度を定む るに止 ま

り」 と言ふ もの は福利 り 「と言ふ ものは福利 り」 と 〔… 〕 云 ふ 所 の

施設が傭主の任意的行 施設が雇主の任意的行 もの は福利施設が傭主

為であ ることを要素 と 為であ ることを要素 と の任意的行為であ るこ

す ることに於て一致 し す ることに於て一致 し とを要素 とす ることに

て居 ります、之を実行 て居 る。之を実行す る 於て一致 して居 る、之
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す るに於て労働者が参 に於て労働者が参加す を実行す るに於て労働

加す ることが福利施設 ることが福利施設た る 者が参加す ることが福

た るの性質を没却す る の性質を没却す るであ 利施設た るの性質を没

で あ ら うか と申 す の らうか と言ふの に、最 却す るであ らうか と云

に、最近の外国 に於 け 近の外国 に於 ける形式 ふ に、最近の外国 に於

る形式は傭主及び従業 は雇主及び従業者の協 ける形式 は傭主及 び従

者の協同 によりて経営 同 によつて経営 さる ＼ 業者の協同 によりて経

さ る ㌧もの が 多 く、 所 ものが多 く、所謂工場 営 さ る ㌧もの が 多 く、

謂工場委員会の行ふ処 委員会の行ふ処の仕事 所謂工場委員会の行ふ
の仕事の大部分を 占め の大部分を 占め るや う 所の仕事の大部分を占
るや うになつたのであ にな つ た の で あ る。 デ め るや うになつたので

り ます 、 デ イ ー マ ー の イーマーの著書 に依れ あ る。 デ イ ー マ ー の 著

著書 に依れば 「出来 る ば 「出来 る丈 け事業を 書 に依れば 「出来 る丈

丈け事業を発達させ又 発達 させ又同時 に雇主 け事業を発達 させ、又

同時 に傭主の恩恵であ の恩恵で あると言ふ疑 同時 に傭主の恩恵で あ

ると言ふ疑惑を避 くる 惑を避 くる為め に職工 ると言ふ疑惑を避 くる

為めに職工自身が其衝 自身が其衝 に当 り、雇 為 に職工 自身が其衝 に

に当 り傭主 は単 に指図 主 は単 に指図を為 し鼓 当 り傭主 は単 に指図を

を為 し鼓吹す るに止 ま 吹す るに止 まる必要が 為 し鼓吹す るに止 まる

7 る必要が ある」 と論 じ あ る」と論 じ又 「安全、 必要があ る」 と論 じ、

又 「安全、福利、改善 福利、改善等の問題が 又 「安全、福利、改善

等の問題等が大成功を 大成功を成した処は委 等の問題が大成功を来
来 した処 は委員会 に依 員会 に依 るもので あつ したのは委員会 に依 る

るもので あつて其委員 て、其委員会 は単 に技 ものであつて、其委員

会は単に技師又は高級 師又 は高級社員のみな 会は単に技師又は高級
社員のみな らず、職工 らず職工工長及び外部 社 員 の み な らず、職

職工長及び外部の人さ の人 さへ も加 はつた も 工、職工長及び外部の

へ も加 はつた ものであ ので ある、安全問題の 人 さへ も加はつた もの

る、安全問題の如 きも 如きも其機械問題丈け であ る。安全問題の如

其機械問題丈けは或標 は或標準を採用すれば きも其機械問題丈 けは

準 を 採 用 す れ ば よい よいが、安全問題で さ 或標準を採用すればよ
が、安全問題で さへ機 へ機械的な度合は極め いが、安全問題で さへ

械的な度合は極めて少 て少ない」 と言ふて居 機械的な度合は極めて
な い」 と申 して居 りま る。従 つ て 之 が 発 意 少な い」と言つて居 る。

す、従 つ て 之 が 発 意 者、創立者が雇主であ 従つて之が発意者、創

者、創立者、指導者が ることを以て充分 とす 立者、指導者が傭主で

傭主であ ることを以て るの で あ る。 あることを以て充分 と

充分 とす るのであ りま す る の で あ る。 〔305一

す 。 306頁 〕

第二の要素 としまして 第二の要素 として 「労 第 二 の 要 素 と して は

は 「労働状態の改善を 働状態の改善を 目的 と 「労働 状態 の改 善 を 目

8 目的 とす るもの」であ

ります、 フランケル及

す る もの 」 で あ る。 フ

ラ ンケ ル 及 び フ ラ イ シ

的 とす る もの 」で あ る、

フ ラ ンケ ル 及 び フ ラ イ

び フ ライ シエ ル の 「労 エルの 「労働状態を改 シエルの 「労働状態を

働状態を改善せんとす 善せん とす る」と言 ひ、 改善せん とす る」 と言
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る」 と言 ひ、 フイ リツ ブイ リツ ボ ヴ イ ツ チの ひ、 フイ リツ ボ ヴイ ツ

ポヴイ ツチの 「労働者 「労働 者 の経済 上 の地 チの 「労働者の経済上

の経済上の地位の改良 位の改良を図 り且つ 日 の地位の改良を図 り、

を図 り且つ 日常生活、 常生活、衛生、教育、 且つ 日常生活、衛生、

衛生、教育、娯楽等 に 娯楽等に関する個人的 教育、娯楽等 に関す る

関す る箇人的の慾望を の慾望を一層十分 に満 個人的の欲望を一層十

8

一層十分 に満足せ しむ

ることを 目的 とす る」

足せ しむ ることを 目的

とす る」 と言 ひ、英国

分 に満足せ しむ ること

を 目的 とす る」と言 ひ、

と言 ひ、英 国 政 府 が 政府が 「最善の雇傭状 英国政府が 「最善の雇
「最善 の雇 傭状 態 を 目 態を 目的 とす ると」言 傭状態を 目的 とす る」

的 とす ると」言ふ もの ふ もの皆此の一言 に尽 と 〔… 〕 言 ふ と こ ろの

皆此の一言 に尽 きるも き る もの と考 へ る。 もの 皆 此 の 一・言 に尽 き

の と考 へ ます 。 る もの で あ る。 〔306一

307頁 〕

斯様な訳合から福利施 斯様な訳合か ら次の如 斯様な理由から福利施
設 の 定 義 を 下 しま し き定義を下す ことが出 設 の 定 義 を下 して、

て、「福 利施 設 とは労 来や うか と思ふ。福利 「福利 施設 とは労働 状

働状態の改善を 目的 と 施設とは労働状態の改 態の改善を 目的 とす る
9

する傭主の任意的施設 善を 目的 とす る雇主の 傭主の任意的施設であ
であ る」 と申して差支 任意的施設であ る。 る」 と云つて差支ない

な いと考へ るので あり と 考 へ る の で あ る。

ます 。 〔486頁 〕 〔307頁 〕

而して労働状態の改善 而して労働状態の改善 而して労働状態の改善
を 目的 とす る事業 は如 を 目的 とす る施設 とは を 目的 とす る事業 は如

何な るもので あるか と 如何な るものであ るか 何 な る もの で あ るか 、

申 し ます と、 デ イ マ ー と云 ふ と、 デ イ マ ー は デイマーの掲 げる所 に

の掲げ る処 に依 ります 一、安全及 び災害予 依 れ ば、

と 、 防 一、安全及災害予防
一、安全及災害予防 二、教育 二、教育

二、教育 三、休憩時及食事 三、休憩時及食事

三、休憩時及食事 四、社交的(之 は原 四、社交的、之 は原

四、社交的、之 は原 語 にSocialと 申 語 にSocialと あ

10
語 にSocialと あ

り ま して 倶 楽 部 、

して倶楽部、音楽

会、娯楽室、競技、

りて倶楽部、音楽

会、娯楽室、競技、

音楽会、娯楽室、 喫煙室、花壇、家 喫煙室、花壇、園

競技、喫煙室、花 事指導、園芸等の 芸、家事指導、 ピ

壇、園芸、家事指 ことを含めた もの クニ ツ ク等 の こ と

導 ピクニ ツク等の で あ る。) を含あた ものであ

ことを含めた もの 五、衛生及治療 る 。

で あ り ます 。 六、体育 五、衛生及治療

五、衛生及治療 七、意見呈 出(之 は 六、体育

六、体育 従業者が改良意見 七、意見呈 出、之は

七、意見呈 出、之は を当局者 に呈 出し 従業員が各種の改
従業員が各種の改 得 る制度であ る。) 良意見を当局者に
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良意見を当局者に 八、共済会 呈出 し得 る制度で

呈出 し得 る制度で の八種を挙げて居 る。 あ る。

10
あ ります。

八、共済会

八、共済会

の八種を挙げて居 る。

の八種を挙げて居 りま 〔307-308頁 〕

す 、

前 に上げた ブイ リツボ 前 に述べた ブイ リツボ 前 に上げた ブイ リッポ

ヴイ ッチの定義中 には ヴイ ッチの定義中 には ヴイ ッチの定義中 には

経済上の改善と其以外 経済上の改善と其以外 経済上の改善と其以外
の個人的慾望の満足 と の個人的慾望の満足 と の個人的欲望の満足 と

に分 けて居 りますが、 に分 けて居 るが、福利 に分 けて ある、福利施

福利施設は私の見解に 施設 は余の見解 に従へ 設 は余の見解 に従へ ば

従へば之を大別 して ば之を大別 して大体、 之を大別 して、
一

、精神上の福利施
一

、 精 神 上
一

、精神上の福利施

設 二、肉体上 設
二、肉体上の福利施 三、経済上 二、肉体上の福利施

設 の三種 に分つ ことが出 設
三、経済上の福利施 来 ると考へ多年此分類 三、経済上の福利施

設 に従つて或は考察 し或 設
の三種 に分つ ことが出 は実行 して居 る。精神 の三種 に分つ ことが 出

来 ると考へ ます、精神 上の福利施設とは労働 来 ると考へ る。精神上

上の福利施設 とは労働 者の精神の堕落を防ぎ の福利施設とは労働者

者の精神の堕落を防 ぎ 向上を図 る事 に関 した の精神の堕落を防 ぎ向

向上を図 ることに関 し 各種の施設で あり、肉 上を図 ることに関 した

た各種の施設であ りま 体上の福利施設とは労 各種の施設であ る。 肉
11 す、肉体上の福利施設 働者の肉体の破損を防 体上の福利施設 とは労

と申 しますの は労働者 ぎ健康の増進を図 るこ 働者の肉体破損を防ぎ
の肉体の破損を防 ぎ健 と に関 した 施 設 で あ 健康の増進を図 ること

〔マ マ 〕

康の増進を図 るとこに

関 した 施 設 で あ り ま

り、経済上の福利施設
〔マ マ 〕

とは労働者の、経済的

に関 した施設であ る。

経済上の福利施設 とは

す、経済上の福利施設 改善を図 るもので一方 労働者の経済的改善を

と申 しましたのは労働 には経済的悲運を救済 図 る もの で 、 一 方 に は

者の経済的改善を図る し又 は悲運 に陥 ること 経済的悲運を救済 し、

もので一方 には経済的 を防 ぎ同時 に他方 に於 又 は悲運 に陥ゐ ること

悲運を救済し又は悲運 て は其向上 と安固 とを を防 ぎ、同時 に他方 に

に陥 ることを防 ぎ、同 期待す る各種の施設で 於て は其向上 と安固 と

時 に他方 に於ては其向 あ る。其細 目は今之を を期待する各種の施設

上 と安固 とを期待す る 掲げないが産業福利施 であ る。而 して此三者

各 種 の 施 設 で あ り ま 設の内容 は之 に依つて は全然無関係な孤立 し

す、而 して此三者 は全 略理解す ることが 出来 た もので は無 くして互

然無関係な孤立 した も や う と思 ふ 。 に相関連す るもので あ

のでは無 くして互 に相 る。 〔308頁 〕

関連す るものであ りま

す、以上三種の もの ＼

細別 に付て は只今之を
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略 し度 いと思 ひます、

今回産業福利協会が開
催 しました処の講習会

11 の題 目は主 として第二

の肉体上の福利施設 に

関 した もの で あ り ま

す 。

(二)産 業福利の必要及 (二)産 業福利施設の必 福利施設は何の必要が
効果 福利施設は何の 要及効果 福利施設は 有つて之を実行す るの

必要が有つて之を実行 何の必要が有つて之を であ るか、又之を実行

す るのであ るか、又之 実行す るのであ るか、 したな らば如何な る効

を実行 したな らば ドン 又之を実行 したな らば 果が有 るので あるか、

な効果が有 るので有 る 如何な る効果が有 るの 福利施設が一体如何な

か と言ふ ことを一言述 であ るか と言ふ ことを る動機か ら世の中 に生

べて見や うと思 ひます 一言述べて見や うと思 じて来た ものであ るか

が、福利施設が一体如 ふ。福利施設 は抑如何 と云ふ ことか ら述べ る

何な る動機か ら世の中 な る動機か ら生 じた も こ と に す る。 ヘ ル ク
12

に生 じて来た ものであ のであ るか と言ふ こと ナ ー の 述 べ る と こ ろを

るか と言ふ ことか ら述 を考へ ることが手始め 見 るに、彼は動機を三

べ る こ と に致 しませ で有 らうか と思ふ。へ 種 に分 け、動機の異な

う、 ヘ ル クナ ー の 述 べ ル クナー は施設の種類 るに従つて施設の種類

るところを窺つて見 ま に依つて之を三種 に分 も異な るものであ ると

すれば、彼 は動機を三 けて 居 る。 ヘ ル クナ ー の説明を して ゐる。即

種 に分 け動機の異な る の 語 る と こ ろ に よれ ち、 〔308頁 〕

に従つて施設の種類 も ば 、

異な るもので あるとの

説明であ ります、即 ち

(一)専 ら労働者の福利 (一)専 ら労働者の福利 (一)専 ら労働者の福利

を増進す ることを主眼 を増進す るを主眼 とす を増進す ることを主眼

とす る もの で あつ て 、 るもので あつて宗教的 とす る もの で あ つ て 、
、 、 、 、 、 、 、 、

宗教的又は人道的観念 又は人道的観念から富 宗教的又は人道的観念

か ら富者の天職 として 者の天職 と して赤貧洗 か ら富者の天職 として

赤貧洗ふが如き多数労 ふが如き多数労働者を 赤貧洗ふが如き多数労

働者を保護愛撫 しよう 保護愛撫 しや うとす る 働者を保護愛撫 しよう

とす る純然た る慈善的 純然たる慈善的な施設 とす る純然た る慈善的

13 な 施 設 で あ りま して で あつて、彼の安価な な施設で あつて、彼の

〔486頁〕彼の安価な る る食物店、食堂を設 け 安 価 な る食 料 品 の 供

食料品の供給、食堂の 住宅を供給 し、娯楽慰 給、食堂の開設、適当

開設、適当な住宅の供 安を与へ る如 きを指す な住宅の供給、娯楽慰

給、娯楽慰安の設備を の で あ る。 安の設備を為す如 きこ

為す如 きことを指すの とを 指 す の で あ る。

で あ り ます 。 〔308-309頁 〕
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14

(二)企 業者 と労働者 と (二)企 業者 と労働者 と (二)企 業者 と労働者 と

の共通的利益を 目的 と の共通的利益を 目的 と の共通的利益を 目的 と

す るものであつて企業 す る もの で あ つ て 、 企 す る もの で あ つ て 、 企

家が労働者の生活の改 業者が労働者の生活の 業家が労働者の生活改
良に依りて其労働能率 改良に依つて其労働能 良に因りて其労働能率
の増進 とな るの理を認 率の増進 とな るの理を の増進 とな るの理を認

、 、 、 、 、 、 、

識せる社会改良の精神 認識せる社会改良の精 識せる社会改良の精神
神 に基 く施設であ り彼 に基 く施設であつて、に基 く施設で ありまし
のア ツベの利益分配制

度の如 き、時間短縮の

如 きは此 中に含むので

あ る。

彼のエル ンス ト、ア ツ

ベが実行 した利益分配

制度の如 き、時間短縮
の如 きものを指 して居

るのであ る。 〔309頁〕

て 〔486頁 〕、 彼 の エ ルー

ンス ト、 アツベが実行

した利益分配制度の如

き、時間短縮の如 きも

のを指 して居 るのであ

ります。

15

(三)専 ら企業家の利益 (三)専 ら企業者の利益 (三)専 ら企業家の利益

を眼中 に置 くものであ を眼 中に置 くものであ を眼 中に置 くもので労
、 、 、 、 、 、

りまして労働者運動の
つて労働者運動者の対 働者運動の対抗策とな
抗策た るものであ る。 る もの で あ る、 例 へ ば、 、 、

対抗策 とな るものであ
例へ ば住宅を給 してあ

るが、雇傭契約解除 と

同時 に家屋明渡契約を

して居 るとか或は貯金

補助又 は救済制度を実

行す るに当つて、雇傭

契約解除を した時 は特

典 として与へた る権利

を一切失ふ と言ふ如 き

ものであ る。

住宅を給 してあ るが雇

傭契約解除 と同時 に家

屋明渡を為すべ き契約

が してあ るとか、或 は

貯金補助又は救済制度

を実行す るに当 りて、

雇傭契約解除の際 には

特典 と して与へた る権

利 は一切之を失ふ と云

ふや うな ものであ る。

〔309頁〕

り ます 〔486頁 〕、 例 へ

ば住宅を給 して有 るが

雇傭契約解除 と同時 に

家屋明渡を為すべ き契

約が して あるとか、或

は貯金補助又 は救済制

度を実行す るに当 りて

雇傭契約解除の際 には

特典 として与へた る権

利 は一切之を失ふ と言

ふや うな ものです、

16

此のヘル クナーの分類

以外 に又 は右分類の三

を広 く解釈すれば此中

に入 るべ き種 々の動機

が我邦 に於て発見 され

ます、労働者募集の便

宜を得んが為め若 し く

は優秀な る名声を以て

営業上の便宜を得んが

為あ一・種の広告 として

之を実行す るもの も無

いでは無 い、或地方 に

於ては多数職工の使用

す るに堪へ ざる極めて

此のヘル クナーの分類

以外 に我国 に於て は労

働者募集の便宜を得ん

が為、若 くは優秀な る

名声を以て営業上の便

宜を得んが為あ一・種の

広告 と して之を実行す

る もの も無 い で は 無

い、或地方 に於て は多

数職工の使用す るに堪

へ ざる極めて小数の設

備を して居 るので、実

際 は何等の実用を見な

いの に募集 に際 しては

此のヘル クナーの分類

以外 に又 は右分類の三

を広 く解釈すれば其 中

に入 るべ き種 々の動機

が我邦 に於て発見 され

る、労働者募集の便宜

を得んが為め、若 くは

優秀な る名声を以て営

業上の便宜を得んが為

め一種の広告 として之

を実行す るもの も無 い

で は無い、或地方 に於

て は多数職工の使用す

るに堪え ざる極めて少
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小数の設備を して居 る 我工場 には如 く如 くの 数の設備を して居 るの

ので実際 には何等の実 施設があ るな どと吹聴 で実際 には何等の実用

用を見ないの に募集 に しつ ＼あ る もの もあ る を見ないの に、募集 に

際 して は我工場 には斯 との 事 で あ る。 際 しては我工場 に斯 く

16
く斯 くの施設があ るな

ど ＼吹聴 しつ ＼あ るも

斯 くの 施 設 が あ るな

ど ＼吹聴 しつ ＼あ る者

の もあつた と言ふ こと もあつた と云ふ ことで

で あ り ます 。 あ るが、実 に寒心の至

りで あ る と思 ふ 。 〔309
一310頁 〕

福利施設の元祖とも言 福利施設の元祖 とも称 福利施設の元祖 とも云

ふ べ き ロバ ー ト、 オ ー す べ き英 の ロバ ー ト ・ ふ べ き英 の ロバ ー ト、

エ ン 〔494頁 〕 が 一 八 オ ー エ ンが 一 八 一 六 年 オ ー エ ンが 一 八 一 六 年
一六年 に発行 した 「新 に発行 した「新社会観」 に発行 した「新社会観」

社会観」 に述べた処を に述べた処を見れば、 に述べた所を見れば、

見れば 「諸君の無生の 「諸君 の無 生 の機械 の 「諸君 の無 生 の機械 の

機械の状態 に対 して適 状態 に対 して適当な注 状態 に対 して適当な注

当な注意を払ふ ことが 意を払ふ ことが夫れ程 意を払ふ ことが夫れ程

夫れ程有利な結果を生 有利な結果を生ず るも 有利な結果を生ず るも

ず るもの とすれば同様 の とすれ ば、同様な注 の とすれば、同様な注

な注意をモ ツ ト驚 くべ 意をモ ツ ト驚 くべ き組 意をモ ツ ト驚 くべ き組

き組織を有す る貴君の 織を有す る貴君の生 き 織を有す る貴君の生 き

生 きた機械 に対 して払 た機械 に対 して払ふ ご た機械 に対 して払ふ ご

ふ こ とが 必 要 で あ ら とが必要であ らう、経 とが必要であ らう。経

う、経験か ら私の信ず 験か ら私の信ず る処 に 験か ら余の信ず る所 に

る処 に依れば其の為め 依れば其の為あ に使つ 依れ ば其の為 に使つた

に使つた諸君の時間や た諸君の時間や費用 諸君の時間や費用 は、
17 費用は真実の智識に依 は、真実の智識 によつ 智識 に依つて行つたな

りて行つたな らば其投 て行つたな らば其投資 らば其投資の五、十、

資 の 五 、 十 、 十 五 パ ー の 五 、 十 、 十 五 パ ー セ 十 五 パ ー セ ン トは 愚

セ ン トは愚 か 、 多 くは ン ト位 で は 無 い 五 十 か 、 多 くは五 十 パ ー セ

五十パーセ ン トか ら百 パ ー セ ン トか ら百 パ ー ン トも回収が 出来 るも

パーセ ン トも回収が出 セ ン トも回収 出来 るも の で あ る。」 と述 べ て

来 るものであ る」 と述
〔マ マ 〕

のであ る 」と述べて居 居 る。 オ ー エ ンの 福 利

べ て 居 り ます 、 オ ー エ る。 オ ー エ ンの 福 利 施 施設 はパ ターナ リスチ

ンの福利施設 はパ ター 設 はパ ター ナ リス チ ツ ツク即 ち恩情主義か ら

ナ リス チ ツ ク、 即 ち恩 ク即 ち恩情主義か ら出 出発 した ものであ るけ

情主義か ら出発 した も 発 した ものであ るけれ れ ども、当時労働者の

の で あ ります けれ ど ども、当時労働者の工 工場生活は荒廃甚しき
も、当時労働者の工場 場生活 は荒廃甚 しきに に拘 らず、労働者の問

生活は荒廃甚 しきに拘 拘 らず労働者の問題 に 題 に就て は何等顧 る所

らず労働者の問題 に付 付ては何等顧る処が無 が無かつた。傭主階級

て は何等顧 る処が無か かつた、雇主階級 に向 に向つて打算的 にも亦

つた傭主階級 に向つて つて打算的 にも亦有利 有利な ことを示 して工

打算的 にも亦有利な ご な ことを示 して工場機 場機械に対する経済の
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とを示 して工場機械 に 械 に対す る経済の見地 見地を彼の所謂生 きた

対する経済の見地を彼 を彼の所謂生 きた機械 機械即 ち職工 に向 けさ
の所謂生 きた機械即 ち 即職工 に向 けさせ よう せ ようとした もので あ

職工 に向 けさせ ようと と した もの で あ つ た 。 る 。

した もの で あ り ます 、 度 々言へ る如 く工場人 以上述べた様な事を

以上述べ ました様な 素を捕へて生 きた機械 概括 して何故 に吾 々は

ことを概括 しま して何 と言ふが如 きは人格的 福利施設を実行する必
故 に吾 々は福利施設を 立場 に立つ もの ㌧断然 要あ りやを菰 に述べて

17
実行す る必要があ るか

と言ふ問 に答へや うと

排撃すべ きものであ る

が、之 に向つて充分な

置 きた い 。 〔310頁 〕

思 ひ ます 。 る考慮を払ふべ きこと

を主張す る点を味 はな

けれ ばな らぬ と思ふ。

以上述べた様な こと

を概括 して何故 に吾 々

は福利施設を実行する
必要 あ りやの問 に答へ

や う と思 ふ 。

第一は人道上の必要で 第一 は人道上の必要で 第 一 人 道 上 の 必 要

あ り ます 、 ヘ ル クナ ー あ る。 ヘ ル クナ ー が 第 ヘ ル クナ ー が 第 一 に掲

が第一 に掲げた如 き動 一 に掲げた如 き動機は げた如 き動機 は之か ら

機 は之か ら出発す るの 之れか ら出発す るもの 出発す るのであ る、ギ

であ ると考へ ます、ギ で あ る と考 へ る。 ギ ル ルマ ンの言を引用すれ

ルマ ンの言を引用 しま マ ンの言を援用すれば ば 「傭主の態度は明 白

すれば 「傭主の態度は 『雇主 の態 度 は明 白 に に道義的理性的で、而

明白に道義的で理性的 道義的で、理性的で、 して協和的であつて而

で、而 して協和的であ 而 して協和的であつて か も其精神は職工 に対
〔マ マ〕

つ で 而 して其 精 神 は 而 して其精神 は職工 に して敬愛的同情で無 け

職工 に対 して敬愛的同 対して敬愛的同情で無 れ ば な らぬ 」 とあ る。

情で無 ければな らぬ」 けれ ばな らぬ』 とあ り 尚亦 「従業員 は第一 に

とあ ります、猶亦 「従 猶亦 『従業員 は第一 に 人間であ り、次 に公民
18 業員は第一・に人間であ 人間であ り、次 に公民 で あ り、 而 して 終 り に

り、次 に公民であ り而 であ り而 して終 りに職 職 工 で あ る」 とあ る。

して 終 り に職 工 で あ 工 で あ る」 とあ る。 労 労働者は同胞であ る、

る」 とあ り ます 、 労 働 働者 は我等の同胞であ ロー ン ツ リー の 言 ふ 如

者 は同胞であ ります、 るの で あ る。 ラオ ン ツ く 「工業 は我 々の社会

ラオ ン ツ リー の 言 ふ 如 リーの言ふ如 く工業は 生活の福祉を増進す る

く工業 は我 々の社会生 我 々の社会生活の福祉 為 に存在す るもので あ

活の福祉を増進する為 を増進す る為め に存在 つて、何人を も害 して

め に存在す るものであ す るものであつて何人 はな らな い当然の社会

つて何人を も害 しては を も害 してはな らない 的 義 務 を 有 す る もの

な らない当然の社会的 当然の社会的義務を有 で」 ある以上 は、我同

義務を有す るものであ す るものであ る以上は 胞が或は負傷 し、或 は

る以上 は我同胞が或は 我同胞が或は負傷し或 疾病 に罹 り、又は品性

負傷 し或 は疾病 に罹 り は疾病 に罹 り又は品性 の堕落を来 し、経済的
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又は品性の堕落を来 の堕落を来た し経済的 悲運 に会 し、個人的 に

し、経 済 的 悲 運 に 会 悲運 に会 し、個人的 に 又 は社会的 に悲惨な る

し、個人的 に又 は社会 又 は社会的 に悲惨な る 環境 に抱棄 されて居 る

的 に悲惨な る環境 に拠 環境 に拠棄 されて居 る 儘 に見過 ごす ことは出

棄 されて居 る儘 に見過 儘 に見過 ごす ことは出 来な い筈であ る、菜根

こす ことは出来な い筈 来ない筈であ る。菜根 諌 に、

で あ り ます 〔487頁 〕、 諦 に、 天 富 三シテー 人三以 テ済 三

菜根諌に 天 富 三テー 人三以 テ済 三 衆人 之 困ヱ而 カモ世 反 ツテ

天 富 マソテー 人 ヱ以 テ済 フ 衆 人之 困ヱ而 カモ世 反 ツテ 挟 プ 所Z有 スル以 テ凌 グ

衆人 之 困三而 カモ世反 ツテ 挟 じデ所 侑 スル以 テ礎 人之貧三真二天之鐵

18 挟 ζテ所 侑 スル以 テ凌 グ 人之貧ヱ真二天之鐵 民 ナル哉

人之貧三真二天之鐵 民 ナル哉 とあ るの は正 に此問題

民 ナル哉 、 とあ るの は正 に此問題 に触れ る所が有 る、苛

とあ りますの は正 に此 に触れ る処があ るので も同胞た る人の長 とな

問題 に触れ る処が有 る あ る。萄 も同胞た る人 り、多数者を率ゐて事

のであ ります苛 も同胞 の長 とな り多数者を率 業 に当 る者は此の心を

た る人の長 とな り多数 いて事業 に当 るものは 必要 とす るのであ る。

者を率 ゐて事業 に当 ら 此の心掛を必要 とす る 〔310-311頁 〕

る ＼ものは此の心を必 の で あ る。

要 とす るの で あ り ま

す 。

第二は経済上の必要で 第二は経済上の必要で 第二 経済上の必要
あ ります、労働力保全 あ る。労働力保全の事 労働力保全の事は個人
の事は個人企業経済上 は個人企業の経済上よ 企業経済上 より見て将

より見て将又国民経済 り将亦国民経済上 より 又国民経済上 より見て

上 より見て最大切 とす 大切 とす る処であ る。 最 も大切 とす る所であ

る処であ ります、ギル ギルマ ンは 『若 しも国 る。 ギ ル マ ン は 「若 し

マ ンは 「若 しも国民が 民が世界競争に於て其 も国民が世界競争に於
世界競争に於て其地位 地位を保 ち且つ真実の て其地位を保 ち且つ真

を保 ち且つ真実の内国 内国的福祉を保有し度 実の内国的福祉を保有
的福祉を所有 し度 いな いな らば労働人 口の健 し度 いな らば労働人 口

ら ば 労 働 人 口1abour 康と力即ち労働者の唯 (labourpopulation)

19 populationの 健 康 と
一・の身体的資本を時代 の健康と力即ち労働者

力即 ち労働者の唯一の より時代 に少 くも減損 の 唯 一 の 身 体 的 資 本

身 体 的 資 本physical せず に維持 しな ければ (physicalcapital)を

capitalを 時 代 よ り時 な らない」 と言つて居 時代 よ り時代 に少 くも

代 に少 くも減損せず に る。此問題 に付て余 り 減損せず に維持 しな け

維持 しな けれ ばな らな に近眼な処の工業主は ればな らない」と言ふ。

い 」と 申 して 居 り ます 、 職工が疾病に罹れば健 此問題 に就て余 りに近

此問題 に付て余 りに近 康な人 と取 り替へれば 視的な工業主 は、職工

眼な処の工業主 は職工 差支へ は無い、不具 に が疾病に罹れば健康な
が疾病に罹れば健康な なれば満足な身体の人 人 と取 り替へれば差支

人 と取 り替へれば差支 を使へば よいな ど ＼考 へ は無い、不具 になれ

へ は無 い、不具 になれ へ る人 もあるか も知れ ば満足な身体の人を使
ば満足な身体の人を使 ぬ が 、 焉 ん ぞ 知 らん 、 へ ば よい な ど ＼考 へ る
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へば よいな ど ＼考へ る

人 もあ りませ うが、焉

んぞ知 らん此の産業廃

兵の負担 は社会全体が

背負ふて居 るのであ り

まして種 々の社会問題

となつて其工業主 も亦

間接 に幽霊を背負ふて

居 るので あ ります、今

日直 に具体的な悪結果

が面前 に現出 しな くと

も幾年の後困難な問題

に逢着 して経営の困難

を招来す るのであ りま
　マ マ コ

ず 、今一例を挙げて見

ますな らば労働者募集

と言ふ ことが今 日の工

業 に採 りて は中々大切

な問題で あつて工場 に

於て働 くべ き職工を工

場 に集め ることが特殊

の優越な る事情 に幸 さ

れ る場合の外 は中 々重

い問題 になつて居 りま

せ う、募集根拠地な る

ものがあつて も募集地

の寿命な るものが有つ

て永年継続 し得 ること

が 困 難 な の で あ り ま

す、従つて中 には転 々

新募集地を求め或 は募

集員が入 り乱れて募集

戦を行ふや うな有様 に

なつて来た には充分の

理 由が無 けれ ばな りま

せん、之 はホンの一例

であ りますが、斯様な

具合 に個人企業経済の

上か ら申して も種 々の

困難損失を生 じて参 る

のであ りますが国民経

済全体 として考へ まし

て も誠 に捨て置 き難い

大 切 な 問 題 で あ り ま

す、従つて労働力保全

此の産業廃兵の負担は

社会全体が背負ふて居

るのであつて種 々の社

会問題 となつて其工業

主 も亦間接 に幽霊を背

負つて居 るのであ る。

今 日直 に具体的の悪結

果が面前 に現 出しな く

とも幾年の後困難な問

題 に逢着 して経営の困

難 を 招 来 す るの で あ

る。今一例を挙げて見

るな らば労働者募集 と

言ふ ことが今 日の工業

に採つて は仲 々重 い問

題 になつて居 らう。募

集根拠地な るものがあ

つて も、募集地の寿命

な るものがあつて永年

継続 し得 ることが困難

になつて、中 には却て

新募集地を求め、或は

募集員入 り乱れて募集

戦を行ふや うな有様 に

なつて来た には充分の

理 由 が 無 けれ ば な ら

ぬ。之 はホンの一例で

あ るが、斯様な具合 に

個人企業経済の上か ら

申 して も種 々の困難損

失を生 じて来 るのであ

るが、国民経済全体 と

して考へ るな らば誠 に

捨て置 き難い大切な問

題で ある。

者 もあ るが、焉んぞ知

らん此の産業廃兵の負

担 は社会全体が背負ふ

て 居 る の で あ つ て、

種 々の社会問題 となつ

て其工業主 も亦間接 に

幽霊を背負ふて居 るの

であ る。今 日直 に具体

的な悪結果が面前 に現

出 しな くとも幾年の後

困 難 な 問 題 に逢 着 し

て、経営の困難を招来

す るのであ る。個人企

業経済の上か ら種 々の

困難損失を生ず るのみ

な らず、国民経済全体

と して考へて も誠 に捨

て置 き難 い大切な問題

であ る、従つて労働力

保全維持の為 に各種の

福利施設が経済上の見

地 より考へて其必要が

ある。 〔311-312頁〕
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維持の為め に各種の福

19
利施設が経済上の見地

より考へて其必要があ

るの で あ り ます 。

個人企業経済の上から 個人企業経済の上から 個人企業経済の上から
申して此福利施設が大 申して此福利施設が大 福利施設が大体に於て
体 に於て如何な る結果 体 に於て如何な る結果 如何なる結果を招来す
を招来す るで あらうか を招来す るで あらうか るで あらうか、従来之

と申すの に、従来之 に と言ふ に、従来之 に付 に対 して述べ らる ＼所

対 して述べ らる ＼処の て述べ らる ＼処の もの の ものは大凡次の如 き

ものは大凡次の如 きも は大凡次の如 きもので もの で あ る。

の で あ り ます 、 あ る。 第一 労資協調 ワ ト

第一 は労資の協調で 第一 は労資の協調産 キ ンスの語を援用すれ

あ り ます 、 ワ トキ ンス 業平和で ある。 ワ トキ ば 「之等の計画の行は

の語を援用 しますれば ンス教授の語を援用す れた る工場 に於て は必

「之等 の計 画 の行 はれ れ ば、 『之等 の計 画 の ずしも産業不安又は紛
た る工場 に於て は必ず 行 はれた る工場 にては 議を全然滅失す るには

しも産業不安又は紛議 必ず しも産業不安又は 至 らなかつた し、又職

を全然滅失す るには至 紛議を全滅す るには至 工中には恩情主義的施

らなかつた し又職工中 らなかつた し、又職工 設 として排斥す る者 も

には恩情主義的施設と 中には恩情主義的施設 あつたが、兎 も角 も工

して排斥す る者 もあつ として排斥す る者 もあ 業主 と使用人 との間を

たが、兎 も角 も工業主 つたが、兎 も角 も工業 協調せ しめた事は明か

と使用人 との間を協調 主 と使用人 との間を協
一

で あ る」 とあ る。 言 ふ

20 せ しめ た 事 は明 で あ 調せ しめた るは明かで 迄 も無 く使ふ人 と使は

る」と 申 して 居 り ます 、 あ る」 とある。言ふ迄 れ る人 との間 に利害相

申す迄 も無 く使ふ人 と も無 く使ふ人 と使 はれ 容れ ざる観念が著 し く
〔マ マ 〕

使 はれ る人 の間 に利 る人 との間 に利害相容 なつてか ら両者 に相争

害相容れざる観念が著 れ ざる観念が著 しくな ふの気分を生ず るのは

しくなつてか ら両者 に つてか ら両者 に相争ふ 自然の勢であ るが、然

相争ふの気分を生ず る の気分を生ず るの は自 し乍 ら実際上の状況 と

の は自然の勢であ りま 然の勢で あるが、然 し して は、双方相協和一

すが、然 し乍 ら実際上 乍 ら実際の状況 として 致 して事業の為 に熱中

の状況 と致 しま しては は双方相協和一致 して す る時が双方共 に最 も

双方相協和一致 して事 事業の為め に熱中す る 幸福な時であ る、使ふ

業の為め に熱 中す る時 時が双方共に最も幸福 人が使はれ る人 に成 り

が双方共に最も幸福な な時であ る。即 ち団体 切つて人を使 ひ、使は

時であ ります、使ふ人 に帰入統合 された時で れ る人が使ふ人 に成 り

が使はれ る人 に成 り切 あ る。使ふ人が使 はれ 切つて働 くことが出来

つて人を使 ひ、使 はれ る人 に成 り切つて人を ることは決 して空想で

る人が使ふ人 に成 り切 使 ひ、使 はれ る人が使 は無 いと考へ るのであ

つて働 くことが出来 る ふ人 に成 り切つて働 く る。両者が其儘 に事業

ことは決 して空想では ことが出来 ることは決 其 もの に融合 して行 く

無 いと考へ るので あり して空想で は無い と考 ことが事業遂行上最 も

ます、両者が其儘 に事 へ るので ある。両者が 大切な基礎であ る。勿
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業其者 に融合 して行 く 其儘に事業其者に融合 論現実的 には煩項な る

ことが事業遂行上の最 して行 くことが事業遂 種 々の事情が発生 し得

大 切 な 基 礎 で あ り ま 行上の最 も大切な る基 るで あ ら う、 然 し乍 ら

す、勿論現実的 には煩 礎で ある。勿論現実的 使ふ人 と使はれ る人 と

項な る種 々の事情が発 には煩項な る種 々の事 の懸隔が除かれて働 く

生 し得 るで あ り ませ 情が発生 し得 るであ ら 人の福利が増進され其
う、然 し乍 ら使ふ人 と う。然 し乍 ら使ふ人 と 環境が職工 に依 りて満

使 はれ る人 との懸隔が 使 はる ＼人 との懸隔が 足 され、職工 は其生 に

20 除かれて働 く人の福利 除かれ働 く人の福利が 安ん じ其業を楽 しむ に

が増進され其環境が職 増進 され、其環境 に満 至れば、大体 に於て両

工 に依 りて満足 され、 足 し、其の生を楽 しむ 者が相融和し相協力し
職工は其生 に安ん じ其 に至れば大体 に於て両 得 べ き こ と は 自然 の

業を楽 しむ に至れば大 者が相融和 し、相協力 結 果 で あ る。 〔312-313

体に於て両者が相融和 し得べ きことは自然の 頁〕

し相協力 し得べ きこと 結 果 で な けれ ば な ら

は 自然の結果であ るの ぬ 。

で あ り ます 。

第二 には能率の増進で 第二 には能率の増進で 第二 能率の増進 能
あ りま す、能 率 増 進 あ る。能率増進の声は 率増進の声は今や産業
Greaterefficiencyの 今や産業界の隅 々まで 界の隅 々まで も響 き渡

声 は今や産業界の隅 々 も響 き渡つて居 る。而 り、科学的管理法の研

まで も響 き渡つて居 り して科学的管理法の研 究応用 と共 に或は時間

ます、而 して科学的管 究 応 用 と 共 に 或 は 研究であ るとか、動作

理法の研究応用 と共 に 「モ ー シ ョ ン ・ス タ デ 研究であ るとか種 々の

或 は 時 間 研 究Time イ」であ るとか 「タイ 心理的機械的方策が行
studyで あ る とか 、 動 ム ・ス タデ ィ 」 で あ る は れ つ ＼ あ る の で あ

作 研 究Motionstudy との種 々の心理的又は る、凡ての能率が合理

であ るとか種 々の心理 機械的方策が行はれ 的 に増進 され ることは

的又は機械的方策が行 つ ＼あ るの で あ る。 而 望 ましい事であ らうと

は れ つ ＼あ るの で あ り して之 に対 しては又反 思ふ、只今 日行はれて

21 ます、而 して之 に対 し 対の声 も耳 にして居 る 居 る所の能率 に関す る

て は又反対の声 も耳 に ので ある。然 し乍 ら之 研究並 に方策 は寧 ろ一

して 居 るの で あ り ま 等の いきさつ は兎 も角 方 に偏 したや り方で あ

す、然 し乍 ら之等のい として凡ての能率が合 つて真実根本的な る方

きさつ は兎 も角 として 理的 に増進 され ること 策 は如何 に労働者を し

凡ての能率が合理的 に は望 ま しい事であ らう て雇主の人格を信頼せ
増進 され ることは望 ま と思 はれ る。只今 日行 しめ、彼等を して其生

しい事で あらうと思 ひ はれて居 る処の能率 に に安ん じ業を楽 しまし

ます、只今 日行 はれて 関す る研究並 に方策は め るか と云ふ所 にな ら

居 る処の能率 に関す る 何れか と申せば寧 ろ一 な ければな らない と思

研究並に方策は何れか 方 に偏 したや り方であ ふ 。 〔313頁 〕

と申せば寧 ろ一・方 に偏 つて真実根本的な る方

したや り方で あつて真 策 は如何 に労働者を し

実根本的なる方策は如 て雇主の人格を信頼せ
何 に労働者を して雇主 しめ、彼等を して其生
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の人格を信頼せ しめ、 に安ん じ業を楽 しまし

彼等を して其生 に安ん め るか と言ふ処 に無 け

じ業を楽 しましめ るか ればな らない と思ふ。

21 と言ふ処 に無 けれ ばな 即 ち工場団体 に帰一統

らない と思ふので あり 合 されて一・如の活動を

ます 、 為す ところに真実能率

の基本が ある。

日本の或一・工場 に於 け 日本の或工場 に於 ける 我邦に於ける労働管理
る一 例 を 申上 げ ませ 一例をあ げて見や う。 の実例 職工は其工場

う、其工場 に於て は従 其工場に於ては従業員 の職 に安ん じ、生を楽

業員は皆其生 に安ん じ は皆其生 に安ん じ業を むの風を生 じ、隣 り工

業を楽むの美風が有つ 楽 しむ の 美 風 が あ つ 場 に罷業が起つて宣伝

て隣接工場 に於て ス ト て、隣接工場 に於てス に来た時 にも、 自分達

ライキが起つて参加す トライキが起つて参加 は会社 に反対す る理由

るや うに宣伝勧誘 に来 す るや うに宣伝 に来た が無 いと言つて断つた

た けれ ども自分達 は会 けれ ども自分達は会社 事が あつた。而 して専

社 に反対す る理 由が無 に反対す る理 由が無い 心一意会社 に尽 し仕事

い と言ふので断 るや う と言ふので断 るや うな に没頭 して居た結果、

な 有 様 で あ つ た の で 有様であつた、而 して 製品の品質は良好であ

22
す、而 して文字通 りに

忠実業 に服 し仕事 に没

文字通 りに忠実業 に服

し、仕事 に没頭す る結

り、且つ仕事 中に屡 々

発 明 す る事 が 多 か っ

頭する結果製品の品質 果製品の品質は良好と た 。 一 口 に発 明 と云 ふ

は良好 とな り又屡 々仕 な り又屡 々仕事中 に発 が、発明す るに至 るの

事 中に発明をす ること 明 を す る こ とが 有 つ は 中 々一・朝 一・夕 の 工 夫

が 有 つ た の で す 、 一 口 た、一 口に発明 と言ふ で は 出来 な い 。 ロー マ

に発明 と申 しますが、 が、発明す るに至 るの の成 るは一 日に して成

発明す るに至 るの は一 は一朝一夕の事で は無 るに非ず と云 はれて居

朝 一 夕 の こ とで は 無 い、職工が如何 に仕事 る通 りであ る。仕事を

い、職工が如何 に仕事 其者を楽 しみつ ＼あ る し乍 ら発明をす ると云

其者を楽みつ ＼あ るか かを示す ものであ らう ふ事実は如何に職工が
を示す もので あらうと と思 ふ 。 職業 に趣味を感 じて居

思 ひ ます 、 るか を 示 す もの で あ

る 。 〔207頁 、211頁 〕

処が一朝方針が改め ら 処が一朝方針が改め ら 中 に働 く人の気分 は根

れて しまつた結果職工 れた結果職工の気分 に 底か ら変つた。今迄側

の気分 に一・大変化を与 一・大 変 化 を 与 へ た 、 今 目も振 らず に仕事 に没

へ ました、今迄 は側 目 迄 は側 目も振 らず に仕 頭 した人 は、仕事 より

も振 らず に仕事 に没頭 事 に没頭 した人は仕事 も先づ 自身の身の廻 り

23 した人 は仕事 よ りも自 よりも自分の周囲ばか を 見 廻 し始 め た 。 〔… 〕

分の周囲ばか り見廻は り見廻す様 にな り、今 今迄 は自分の仕事だ と

す様 にな り、今迄 自分 迄 自分の仕事だ と考へ 信 じて居た仕事は実は

の仕事だ と考へて居た て居た仕事は実は雇主 自分の仕事で は無い と

仕事は実は雇主の仕事 の仕事で あつて、 自分 感 じて来た。 自分 は生

であつて 自分 は生活の は生活の為め に只賃金 活の為 に只賃金を得 る
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為め に只賃金を取れば を取ればそれで 目的を のが 目的だ と理解 して

それで 目的を達 した も 達 した ものだ と認識す 来 た 。 〔… 〕自然 に品 質

のだ と認識す るに至つ るに至つた。其間種 々 の低下を来 したの は止

たのであ ります、其間 の い き さつ もあ つ て 、 む を 得 な い。 〔… 〕然 る

種 々のい きさつ も有つ 従業員が仕事に不熱心 に品質低下で は製品の

て従業員が仕事に不熱 な結果 は製品の品質が 市場に於ける声価を害
心な結果は製品の品質 低下 して来た。品質低 し会社の信用を落すか

が 低 下 して 来 た の で 下で は製品の市場 に於 ら、其所で検査係を増

す、品質低下では製品 ける声価を害 し信用を 員 して厳重 に検査を励
の市場 に於 ける声価を 落すから其処で検査員 行 した 。 所 が 〔… 〕 検

害 し信用を落すか ら其 を増員 して厳重 に検査 査を励行す る結果、パ

処で検査員を増員 して を励行 した処が製品の スす る物がな くなれ ば

厳重 に検査を励行 した 品質が悪 いので検査を (其は当然 の結 果 で あ

の で あ り ま した 、 処 が 通過す る数が足 りな く つた)製 品の数が揃 は

製品の品質が悪いので なつた。一方販売関係 ない。然 るに一方販売

検査を通過する数が足 に於ては供給契約が有 関係 に於ては御得意 と

りな くな つ た の で す 、 つて納入期限が定 まつ の供給契約が有つて納
一方販売関係 に於ては て居 るので若 し納入が 入 期 限 が 定 まつ て 居

23 供給契約が有つて納入 遅れ る時 には相当の賠 る。此の期限 に納入を

期限が定 まつて居 るの 償を しな ければな らな 怠 る時は、相当の賠償

で若 し納入が遅れ る時 い こ と にな つ て 居 る。 を 為 さな けれ ばな ら

には相当の賠償を しな 已むを得ないか ら検査 ぬ、〔…〕其所で検査標

ければな らな いことに の標準を低下 して数を 準を低下 して数を揃へ

なつて居 ります、止む 揃 へ る こ とを 計 つ た 。 ることを計つた。之を

を得ないか ら検査の標 之を従業員即ち斯様な 製作す る者か ら考へれ

準を低下 して数を揃へ 環境に置かれた従業員 ば数を揃へ さへすれ ば

る こ とを 計 つ た の で か ら考へれば検査を通 予定の賃金 に有 り付 け

す、之を従業員即 ち斯 過す る程度の品 さへ製 るか ら、わ ざわ ざ熱心

様な環境に置かれた従 作すれば夫以上に尽力 になつて優良品を作 り

業員か ら考へれば検査 す る必要が無 いことに 出す必要 はない、検査

を通過す る程度の品 さ な る。斯様 にして一般 をパ スす る程度で よい

へ製作すれば夫以上 に に品質が悪 くな るのは と云 ふ こ と にな るの

尽力す る必要が無 いこ 当然の結果であつた。 で、一般 に製品の品質

とにな ります、斯様 に 低下を来すのは当然招
して一般 に品質が悪 く 来 され た 結 果 で あつ

な るの は当然の結果で た 。 〔212-213頁 〕

あ り ま した 、

英の ラオ ンツ リー氏が 英の ラオ ンツ リー氏が 英 の ロー ン ツ リー 氏 が

先年 日本 に参つた時 に 先年 日本 に来た時 に話 嘗 て語 つ て 曰 く、「我

話 されたの に 「我社の されたの に 『我社の製 社の製品が市場で不況

24 製品が市場で不況に陥 品が市場で不況 に陥つ に陥つた時 に賃金を低

つた時 に賃金を低下す た時 に賃金を低下す る 下す るか、人を減ず る

るか、人を減ず るか二 か、人を減ず るか、二 か、二者一を採用す る

者一を採用す る外 は無 者一を採用す る外 は無 外 は無い と語つて職工

い と語つて職工 に相談 い と語つて職工 に相談 に相談 した所が、職工
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〔マ マ 〕

した処が職工等は卒先 した処が職工等は率先 等は率先して之が解決
して能率増進の方法を して能率増進の方法を 策を講 じ遂 に市場 に優

案 出 し、其結果一個当 案 出 し、 其 結 果 一・箇 当 越の地位を 占あ ること

りの原価が非常 に安 く り原価が非常 に安 くな を得た」 と。而 して之

なつたので市場 に於て つたので市場 に於て勝 に附加 して日 く、是れ

勝つ ことが出来た、是 つ ことが 出来た、是れ 偏へ に職工が仕事を 自

れ一偏 に職工が仕事を 一重 に職工が仕事を 自 己の仕事 と し会社を双

自己の仕事 として会社 己の仕事 と して会社を 肩 に担 ひ居 る に由 る

を双肩 に担つて居 る為 双肩 に担つて居 る為め と。 誠 に是 あ る哉 、 忠

あであ る」 と言ふ こと で あ る」 とあ つ た 。 使 実業 に服す と云ふが、

で あ り ま した 〔489-490 ふ人 と使 はれ る人が相 業 と人 とが ピツタ リー

頁〕、使 ふ人 と使 はれ 協和 して業務 と働 く人 致 しな くては能率増進

24 る人 とが 協 和 一 致 し とが ピ ツ タ リと一 つ に とか何 とか云つて も多
〔マ マ 〕

て、業務 と働 く とが な らな くて は他の種 々 くは形式 に止 まりて真

ピ タ リと一・つ にな らな の心理的又は機械的方 実の功績 は挙 らない も

くては他の種 々の心理 法を用 ひて も真実の効 の と私 は確 信 す る。

的又は機械的な方法を 果 は挙 らない ものであ 〔211頁 〕

用 ゐて も真実の効果は る考へ る。労働者を し

挙 らな いもの と考へ る て其生 に安 じ業を楽 し

のであ ります、労働者 ましめ るの には人事管

を して其の生 に安んぜ 理の基本を養ひ福利施
しめ業を楽 しま しめ る 設を発達 させな ければ

には福利施設を発達 さ な らぬ ことに誰人 も異

せな ければな らぬ と思 議 はあ る まい 。

ひ ます 。

第三は労働移動の減少 第三には労働移動の減 第三 労働移動の減少
であ ります、工場 に於 少であ る。健全な る工 工場に於て労働力が安
て労働力が安固で ある 場 として は工場 に於て 固で ある事が大切であ

こ とが 大 切 で あ り ま 労働力が安固であ るこ る。労働移動 は労働力

す 、 労 働 移 動Labor とが大切であ る。労働 の安固を破壊す るもの

turnoverは 労 働 力 の 移動は労働力の安固を で あ る、 従 つ て 之 を 一

安固を破壊す るもので 破壊す るものであ る。 言 にして言へば労働者

あ ります、従つて之を 従つて之を一言 にして の募集並 に補充か ら養
一言 にして 申せば労働 言へば労働者の募集並 成訓育等に至る迄直接

25 者の募集並 に補充か ら に補充から養成訓育等 費用の損失は霧 しきも

養成訓育等 に至 るまで に至 るまで直接費用の のが有 るのみな らず、

直接費用の損失は彩し 損失は霧 しきものが有 作業上間接の損失も多
きものが有 るのみな ら るのみな らず、作業上 く且つ作業能率は著 し

ず、作業上間接の損失 間接の損失 も多 く且つ く低下す るのであ る、

も多 く且つ作業能率は 作業能率は著しく低下 労働移動の原因は種 々

著 し く低下す るのであ す るので ある。労働移 あ る、然 し乍 ら従業員

ります労働移動の原因 動の原因 は種 々あ るが が其生 に安ん じ其業を

は種 々あ ります、然 し 然し乍ら従業者が其生 楽 しむ ものであ るな ら

乍ら従業員が其生に安 に安ん じ其業を楽 しむ ば労働移動率 は著 し く

ん じ其業を楽む もので ものであ るな らば労働 減退す るものであ る。
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あ るな らば労働移動率 移動率 は著 し く減退す 而して勤続年限の平均
は著 し く減退す るので るのであ る。而 して勤 が永 くなればな るほど

あ ります、而 して勤続 続年限の平均が永 くな 又欠勤率が少 くなれ ば

年限の平均が永 くなれ ればな るほど又欠勤率 な るほど工場作業の成

ばな るほど又欠勤率が が少 くなればな る程工 績 は有利で無 ければな

少 くなれ ばな るほど工 場作業の成績は有利で らぬ、加之環境の善良

場作業の成績は有利で 無 ければな らぬ。加之 な る工場 は職工募集 に

無 ければな りません、 環境の善良な る工場は 当 りて募集が容易で あ

加之環境の善良なる工 職工募集 に当 りて募集 ると共 に優秀な る労働

場 は職工募集 に当 りて が容易で あると共 に優 者を迎へ得 るが如 き有

25
募集が容易で あると共

に優秀な る労働者を迎

秀な る労働者を迎へ得

るが如 き有利な る結果

利 な る結 果 を 見 るの で

あ る。 〔314頁 〕

へ得 るが如 き有利な る を見 るのであ る。相去

結果を見 るのであ りま ること幾何で もな い土

す、相去 ること幾何 も 地に在る甲工場が募集
無 い土地 に在 る甲工場 上困難が少 く、乙工場

が募集上困難が少 く は困難が多い ことは他

て、乙工場 は困難が多 の原因 もあるけれ ども

い ことは他の原因 もあ 此の点を度外視す るこ

ります けれ ども此点を とは出来ない。

度外視す ることは 出来

ませ ん 。

以上述べ ま した処 は効 以上述べた処 は効果の 以上述べた所 は効果の

果の部分的例示に過ぎ 部分的例示に過ぎな 部分的例示に過ぎな
ません、而 して此等は い。而 して此等は各 々 い、而 して此等は各 々

各 々孤立 した事情では 孤立 した事情では無 く 孤 立 した 事 情 で は無

無 くして実 は関連 した して実 は関連 した一事 くして 実 は関 連 した
一 つ 事 のdifferentas 一 のdifferentaspects 一 つ 事 のdifferentas 一

pectsに 過 ぎ な い の で に過 ぎな いのであ る。 pectsに 過 ぎ な い の で

あ ります、米国政府の 米国政府の一九一九年 ある。米国政府の一九
一九一九年の報告書 に の報告書 に 『労働者の 一九年の報告書 に 「労

「労働者の労働移動が 労働移動が福利事業の 働者の労働移動が福利
福利事業の結果著 し く 結果著 しく減少 した こ 事業の結果著 し く減少

26 減少 した ことと、工業 と ＼、工 業 災 害 の 防 した こと並 に工業災害

災害の防止、損失時間 止、損失時間の減少 も の防止、損失時間の減

の減少も其効果顕著な 其効果顕著な ものがあ 少 も其効果顕著な もの

ものがあ り稀 には直接 り、稀 には直接生産高 があ り、稀 には直接生

生産高の増加を報告し の増加を報告 して来た 産高の増加を報告 して

て来た もの もある」 と もの もあ る」 とか又は 来 た もの もあ る」とか 、

か又は 「福利施設のあ 『福利 施設 の あ るこ と 又は 「福利施設のあ る

ることは労働移動を減 は労働移動を減 じ、災 事は労働移動を減 じ、

じ、災害疾病率を減 じ 害疾病率を減 じ、労働 災害疾病率を減じ労働
労働者に良好なる感情 者に良好なる感情を懐 者に良好なる感情を懐
を懐かせ得 るといふ ご かせ得 るといふ ことだ かせ得 るといふ ことだ

とだ けは種 々の事例 に けは種 々の事例 に徴 し けは種 々の事例 に徴 し
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徴 して謂 ひ得 らる 刈 て謂 ひ得 らる ＼」 とあ て謂 ひ得 らる ＼」 とか

26
とかあ るの は福利施設

の裏書をす るものであ

るのは福利施設の裏書

をす るものであ ると言

あ るのは、福利施設の

裏書をす るものであ る

る と考 へ られ ます 。 はな けれ ばな らぬ。 と考 へ られ る。 〔314頁〕

(三)産 業福 利 の精 神 (三)産 業 福 利 の精 神 〔な し〕

福利施設は労働状態の 福利施設は労働状態の
改善を 目的 とす る雇主 改善を 目的 とす る雇主

の任意的施設であ ると の任意的施設であ るこ

申しました、而 して之 とを物語つた。而 して

が従来如何なる動機よ 之が従来如何なる動機
り出発 し又如何な る必 より出発 し又如何な る

要の下 に主張 さるべ き 必要の下 に主張 さるべ

やを概略前段 に述べ ま きやを概略前段 に述べ

した、然 し乍 ら福利施 たのであつた、然 し乍

設を一・貫すべ き根本精 ら福利施設を一貫すべ

神を離れ るな らば百の き根本精神を離れるな
施設 も多 くは無益又は らば百の施設 も多 くは

徒労 に帰す ることが無 無益又 は徒労 に帰す る

いではあ りません、私 こ とが 無 いで はな い。

は前段 に日本 に於 ける 余 は前段 に日本 に於 け

或一工場の実例を述べ る一実例を述べて労働

て労働者が生 に安ん じ 者が生を楽み業に安ん

27
業を楽む ことの大切な

ことを 申 しました米国

ず ることの大切な こと

を述べた。米国政府の

政府の報告中 に 「福利 報告中 に 『福利事業 さ

事業 さへ行へ ば傭主 と へ行へば雇主 と被傭者

被傭者 との間 に意思の との間 に意思の疎隔が

疎隔が有つて も、労働 有つて も、労働条件が

条 件 が 不 良 で あ つ て 不良であつて も、賃金

も、賃銀が比較的低簾 が比較的低廉であつて

であつて も相当の成績 も相当の成績が挙 り労

が挙り労働争議が予防 働争議が予防出来るか
出来 るかのや うに考へ のや うに考へ るの は大

るのは大な る誤解であ な る誤解であ る」 とあ

る」 とあ りますの は誠 るのは誠 に道破 した言

に此間の消息を道破 し であ る。福利施設が雇

た 言 で あ る と思 ひ ま 主の人格的外延の発露
す、福利施設が雇主の であ る場合 に於てのみ

人格的外延の発露であ 福利施設が光輝を放つ
る場合 に於てのみ福利 もの で あ る。

施設が光輝を放つ もの

であ ると思 ひます、

28
ラオ ンツ リー は 「如何

に良好な る労働状態の

ラオ ンツ リー は 『如何

に良好な る労働状態の

善良な る労働条件の下

に生産が行は る ＼こと
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下 に生産が実行 され る 下 に生産が実行 され る を ロー ン ツ リー は 工 場

かを実現す るのが傭主 かを努め るのが雇主の 主の社会的義務であ る

28 の 社 会 的 義 務Social 社会的義務で ある』 と と 言 つ て 居 る。 〔283

obligationで あ る 」 と
一

言 つ た 。 頁〕

申 し ま した 、

人道上 より実行の必要 人道上 より実行の必要 〔な し〕

あ りと言 ひ経済上 より あ りと言 ひ、経済上 よ

実行の必要あ りと言 ひ り実行の必要 ありと言

ましたの も第二義 に亘 ふの も第二義 に亘 りて

りての説明で ありま し の説明で あつて第一義

て第一義諦 としまして 諦 として は必要を超越

は必要を超越 して事業 して事業 に当然伴ふべ

に当然伴ふべ き社会的 き社会的義務であ るこ

義務であ ることを観念 とを観念 しな ければな

しな けれ ばな らな いの らな いのであ る。福利

であ ります、福利施設 施設 に反対 して 『斯 く

に反対 して 「斯 くの如 の如 き施設を行ふべ き

き施設を実行すべ き余 余計な費用があ るな ら

計な費用が有 るな らば ば其費用を賃金 として

其費用を賃金 と して給 給 与 した な らば 如 何

与 したな らば如何だ、 だ、労働者は豊裕な収

労働者は其富裕な収入 入を以て 自ら保護発展

を以て 自ら保護発展向 向上の道を講ず ること

上の道を講ず ることが が出来 る」な どと言ふ

29 出来 る」な どと言ふ人 人 もあるが之等は霧 し

も あ り ます けれ ど も、 く思索の足 らない意見

之 等 は 霧 し く思 索 の であつて一つ には凡て
〔マ マ 〕

当 りな い意 見 で あ り の人を以て完全な る人

ま して 、 一・つ には 凡 て 格者であ ると言ふ前提

の人を以て完全な る人 を仮定す るの と、工場

格者であ ると言ふ前提 内の生活 に対す る実際

を仮定す るの と、工場 的智識を欠 くこと ＼及

内の生活 に対す る実際 び社会共同生活の要諦
的智識を欠 くことと及 を解せ ざるに出つ る処

び社会共同生活の要諦 の誤つた議論であ る。

を解せ ざるに出つ る処 雇主 と従業者の二つの

の誤つた議論であ りま 人格 は共 々に事業団体

す、傭主 と従業者の二 に融合帰一 して平等観

つの人格 は共 々に事業 の上 には事業団体であ

団体 に融合帰一 して平 り差別観の上 には雇主

等観の上には事業団体 と従業者であ ることに

で あり、差別観の上 に な ることが健実な る事

は傭主 と従業者であ る 業発展の基礎であ り又

ことにな ることが健実 両者の幸福で あるので

な る事業発展の基礎で あ る。融合帰一す る時

63



近畿大学法学 第56巻 第1号

あ り又両者の幸福であ に雇主 は従業者の心を

るのであ ります、融合 心 とし、従業者は雇主

29
帰一す る時 に雇主 は従

業者の心を心 と し従業

の心を心 とす るのであ

る。

者 は傭主の心を心 とす

るの で あ り ます 、

申す迄も無く労働形式 申す まで も無 く労働形 労働形式変遷の道程は
の変遷 は身分関係か ら 式の変遷は身分関係よ 身分 より契約へ進んだ

契約関係へ移動 したの り契 約 関 係 へ 移 動 し ことは周知の事実であ

であ ります、従つて形 た。従つて形式上 に於 る、 〔… 〕 或 人 は 「契

式上に於ての平等対峙 ての対等対峙の関係即 約 より身分へ」 と提唱

の関係即ち権利義務の ち権利義務の関係は現 して居 る。権利義務の

関係は現在の労働形式 在の労働形式と離れな 関係か ら情義の関係へ

と離れない楯の一面で い楯の一面であ る。我 との主張であ る。私は

あ ります、我邦の実情 邦の実情か ら申せば外 情義の関係な ど ＼云ふ

か ら申せば外国の状況 国の状況 と比較す るま の も物足 らぬや うな気

と比較す る迄凡て に於 で凡て に於て は其状況 がす る。仕事を挟んで

30
て は其状況を示 しては

居ないや うで有 ります

を示 して は居ないや う

であ るが然 し或程度 ま

両陣相対す るのは誤 り

であ る。両者 アマルガ

が、然 し或程度 まで此 で此方面の自覚が社会 メー トして仕事 に相対

方面の自覚が社会に顕 に顕れて居 る。之 は両 す る時が最 も両者 に取

れて居 ります、之 は両 者が別の カテ ゴ リー に つて幸福な時であ ると

者が別のカテ ゴ リー に 属 し利害相反す るとの 思ふ。是れ即 ち統一団

属 し利害相反す るとの 気分を生 じて居 るので 体主義精神発現の一形
気分を生 じて居 るので あ る。然 し両者の関係 式 で あ る。 〔214頁 〕

あ ります、然 し両者の は之れ丈 けで あつたな

関係は之れ丈 けで有つ らば破壊であ る。其処

たな らば破壊であ りま に別の関係が無 ければ

す、其処 に別の関係が な らぬ 、

無 ければな りません、

或人は契約 より身分へ 或人は契約 より身分へ 或人は労資協和の実を
と提唱 して居 ります、 と提唱 して居 る。権利 挙げんが為め に契約 よ

権利義務の関係から情 義務の関係か ら情義の り身分へ と提唱 して居

義の関係へ引戻 し度い 関係へ引戻 し度い との る。権利義務の関係 よ

との主張であ ります、 主張であ る。余は情義 り情義の関係へ推移せ

私 は情義の関係な ど言 の関係な ど言ふの は足 しめ ん との 願 望 で あ

31
ふの も物足 りない と思

ひます、事業関係 に帰

りない と思ふ、事業団

体 に帰一統合す る処の

る。 〔6頁 〕

一す る処の傭主 と従業 雇主と従業者との人格
者 との人格関係で あり 関 係 で あ り度 い と思

度 いと思ふのであ りま ふ。今参考の為め に外

す今参考の為めに外国 国の著書か ら弦 に一例

の著書か ら一例を惹い を惹いて見 よう。

て 見 ませ う。
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米 国 エ ヂ コ ツ ト、 ヂ ヨ 米 国 工 、 ヂ コ ツ ト、 ヂ エ ヂ コ ツ ト、 ヂ ヨ ン ソ

ンソン及職工会社の副 ヨンソン及職工会社の ン及職工会社の副社長

社長兼総支配人 「ヂ 副社長兼総支配人 「ヂ 兼総支配人ヂ ョーヂ、

32 ヨ ー ヂ 、 エ フ 、 ヂ ヨ ン ヨー ヂ 、 エ フヂ ヨ ン ソ エ フ、 ヂ ヨ ン ソ ン 氏

ソン」氏が 自分の工場 ン」氏が 自分の工場 に 〔… 〕 は 曰 く、 〔25頁〕

に付いて語 る処を援用 ついて語 る処を援用 し

します 。 て見れば、

「若 し労働 方策 と言 ふ 『若 し労働 方策 と言 ふ 「若 し労働 方策 が 沢 山

ものが沢 山の規則の集 ものが沢 山の規則の集 の規則の集合や、煩雑

合や、煩雑な作業系統 合や、煩雑な作業系統 な作業系統や、権利を

や、権利を賦与 した り や、権利を賦与 した り 付与 した り保護 した り

保護 した りす る精巧な 保護 した りす る精巧な す る精巧な規則のや う

規則のや うな ものであ 規定のや うな ものであ な もので あるとす るな

るな らば私 は何等の方 るとす るな らば、私は らば私は方策 は持つて

策 も持つて居ない、然 方策 は持つて居な い、 居な い、然 し私は三十

し私は三十年間ス トラ 然 し私 は三十年間 ス ト 年間罷業 に接す ること

イキ に接す ることな し ライキ に接す ることな な しに事業を行つた。

に事業を行つて来た、 し に事 業 を 行 つ て 来 而 して二三百人か ら起

而 して二三百人か ら起 た、而 して二、三百人 つて一万三千人 に増加

つて一万三千人 に増加 か ら起つて一万三千人 し、一年の売上高 は六

し、一年の売上高 は六 に増加 し、一年の売上 十万弗以下から増加し
十万弗か ら増加 して実 高は六十万弗以下から て実に七千五百万弗に

33 に七千五百万弗にも昇 増加して実に七千五百 も昇つた。労働騒擾が

つた。労働争議が無い 万弗 にも昇つた。労働 無い と言ふ事丈 けで は

事丈けでは特に事業安 争議がな い事丈 けでは 特に事業安寧の彰とは
寧の シル シとはな らな 特 に事業安寧の シル シ な らな い が 、 然 し、 罷

い が 、 ス トラ イキ を や と はな らな い が 、 ス ト 業の 出来 る人 々が、彼

り得 る人 々が 自分等の ライキをや り得 る人 々 等自身及其希望が完全
希望 も充た され、情味 が 自分等の希望 も充た に表示 され、情味的 に

的 に実行 されて居 るこ され、情味的 に実行 さ 実行 され得 ることを満

とを満足 して ス トライ れて居 ることを満足 し 足す るの故を以て罷業

キを しな いとすれば之 て ス トライキを しない を行 はな いと云 う積極

は事業安寧の証拠 にな とすれば之は事業安寧 的の証拠が有れば事業
るのであつて我 々は明 の証拠 にな るのであつ 安寧の彰 とな るので あ

か に此証拠を持つて居 て我 々は明 に此証拠を る。我 々は明か に其証

る 。 持 つ て 居 る。 拠を有 して居 ると考へ

て 居 る。 〔25-26頁 〕

世界中の職工が革命で 世界中の職工が革命で 世界 中の職工が革命の

もしそ うな状態 にある もしそ うな状態 にある 焦 点 に立 つ て 居 るの

の に我工場で は一万三 の に我工場で は一万三 に、我が一万三千人が

34 千人が平和に幸福に働 千人が平和に幸福に働 巧 く且つ幸福 に働 くの

いて居 るの には何か理 いて居 るの には何か理 に は何 か 理 由が 有 る

由が有 るか、勿論其処 由が あるか。勿論其処 か。勿論其処 には理 由

には理 由があ る、其は には理 由があ る、其は が 有 る、〔… 〕其 は 労 働
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労 働 管 理laborman一 労働管理の理論でな く 管理の理論で無 くて寧

agementの 理 論 で 無 労働連合 「雇主と従業 ろ労働連合の理論で有
く、 労 働 連 合labor 者 との同化」の理論で る、而 して其 は次の如

association(傭 主 と 従 あ る、大工業 は出来 る きものであ る。大工業

業者の同化)の 理論で 丈け密接に小工業の昔 は出来 る丈 け密接 に小

あ る、大工業 は出来 る の思想、即 ち親方が其 事業の昔の思想即ち親
34 丈け密接に小工業の昔 工場及び家の附属物を 方が其工場及び家の附

の思想、即 ち親方が其 所 有 し、 親 方 、 職 人 、 属物を所有 し、親方、

工場及び家の附属物を 徒弟が共 に住み、共 に 職 人、徒 弟 が 共 に 住

所有 し親方、職人、徒 働 いた と言ふ思想 に追 み、共 に働いた と云ふ

弟が共 に住み、共 に働 随 しな けれ ば い けな 思想 に追随 しな ければ

いた と言ふ思想 に追随 い ○ な らぬ 。 〔26頁〕

しな けれ ば い けな い。

吾人が今 日働 くの は此 吾人が今 日働 くの は此 吾人が今 日働 くの は此
の 理 論 に拠 るの で あ の 理 論 に拠 るの で あ の 理 論 に拠 るの で あ

る、吾人は吾人が建設 る、吾人 は吾人が建設 る、吾人 は吾人が建設

した二つの町を有 して した二つの町を有 して した二つの町を有 して

居 る、「ヂ ヨ ン ソ ン」町 居 る、「ヂ ヨ ン ソ ン」町 居 る、 ヂ ヨ ン ソ ン町 及

及 「エ ヂ コ ツ ト」 町 で 及 「エ ヂ コ ツ ト」 町 で エ ヂ コ ツ ト町 で あ る、

あ る、我が工場 は其町 あ る、我が工場は其町 我が工場は其町に存在
に存在 し、我 も職工 も に存在 し、我 も職工 も し、我 も職工 も其処 に

其処 に住居 して居 る、 其処 に住居 して居 る、 住居 して居 る。工場の

工場の 中で は権限の差 工場の中で は権限の差 中で は権限の差異 は有

異 は有 るが、工場を出 異 は有 るが、工場を出 るが、工場を 出て は共

て は其 に仲間の町民で て は共 に仲間の町民で に仲間の町民であつて

あつて何等富の区別を あつて何等富の区別を 何等富の区別 は無い。

設 けな い。 設 けな い 。 統御す る人が職工 と

統御す る人が職工 と 統御す る人が職工 と 共 に住み、職工 と共 に

35 共 に住み、職工 と共 に 共 に住み、職工 と共 に 働 き、職工 と共 に遊ぶ

働 き、職工 と共 に遊ぶ 働 き、職工 と共 に遊ぶ ので ある、工場外では

のであ る工場外で は家 のであ る、工場外では 家族 は同等の基礎の上

族 は同等の基礎の上 に 家族は同等の基礎の上 に交際 し、子供等 は共

交際 し、子供等 は共 に に交際 し、子供等 は共 に遊ぶのであ る。其の

遊ぶのであ る、其の富 に遊ぶのであ る、其の 富 は我 々の仲間 には決

其 自身 は我 々の仲間 に 富其 自身 は我 々の仲間 して差別を設 けない、

は決 して差別を設 けな には決 して差別を設 け 我 々は皆好い物を好む

い、我 々は皆好い物を な い、我 々は皆好 い物 の で あ る。 ち よつ と以

好むのであ る、幾何 も を好むのであ る、幾何 前の事で あつたが私の

無 い以前であつたが私 も無い以前であったが 小 さい娘が喧嘩を して

の小 さい娘が喧嘩を し 私の小 さい娘が喧嘩を 泣いた事が有つた。其

て泣いた事が ある、其 して泣いた事があ る、 は金持の父を持つて居

は金持の父を持つて居 其 は金持の父を持つて ると云ふ訳で職工の子

ると言ふ訳で職工の子 居 ると言ふ訳で職工の 供 にいぢめ られたので

供 にい ぢめ られたので 子供 にい ぢめ られたの あつた、之が私の見解

あつた、之が私の意見 であった、之が私の意 を 作 つ た 。

66



河原 田稼吉 と蒲生俊文の 「産業福利の精神」 につ いて

を 作 らせ た 。 見を作 らせた。 一言 にして言へば職

一言 にして言へば職 一言 にして言へば職 工の生活 に入 り込む所

工の生活 に入 り込む処 工の生活 に入 り込む処 の凡ての問題 は我が問

の凡ての問題 は我が問 の凡ての問題 は我が問 題であ り、従つて又我

題であ り、従つて又我 題で あ り、従つて又我 が問題は彼等の問題 と

問題は彼等の問題 とな が問題 は彼等の問題 と なつた。斯 くして吾人

35 つた、斯 くして吾人は なつた、斯 くして吾人 は満足すべ き人事関係

満足すべ き人的関係を は満足すべ き人的関係 を創造すべ く共 に働 い

創造すべ く共 に働 いて を創造すべ く共 に働い て居 る、之が有効な る

居 る、之が有効な事業 て居 る、之が有効な る 事業を建設すべき基礎
を建設すべ き基礎 とな 事業を建設すべき基礎 と 成 る も の で あ る。

る もの で あ る云 々。 と な る も の で あ る、 〔26-27頁 〕

云 々」

我 々は斯様な実例を探 我 々は斯様な実例を探 労働管理の理論で無 く

すな らば沢 山に之を手 すな らば沢 山に之を手 て労働連合の理論で あ

にす ることが 出来 るの にす ることが 出来 るの ると云ふ は、管理者 も

で あります、私共 は此 であ る。我 々が此例 に 被管理者も共に事業団
例 に依つて参考 にな る 依 つ て 参 考 にな る処 体 に帰 一 し、〔… 〕小 工

処 は 「労働管理の理論 は、「労 働管 理 の理 論 業の昔の思想 に追随す

で無 くて労働連合の理 で無 くて労働連合の理 る と云 ふ こ と は、 今 日

論であ る」 と言ふ こと 論 で あ る」と言 ふ こ と、 の雇傭関係が 〔…〕再

即 ち事業団体 に帰一す 即 ち事業団体 に帰一す び身 分 関 係 に引 返 へ

る こと、「小 工業 の昔 る こ と と、 『小 工 業 の し、〔… 〕職 工 の 生 活 に

36 の思想 に追随す る」 と 昔の思想 に追随す る」 入 り込む所の凡ての問

言ふ こと即 ち契約 より と言ふ こと即 ち契約 よ 題 は我問題であ り、従

身 分 へ の 考 へ と、 モ ー・ り身 分 へ の 考 へ と、 も つて又我問題 は彼等の

つ は 「職工の生活 に入 一つ は 『職工の生活 に 問題 となつた と云ふ ご

り込む処の凡ての問題 入 り込む処の凡ての問 とは換言すれば両者融
は我問題であ り、従つ 題 は我問題で あり、従 合 一 枚 〔… 〕 とな る関

て又我が問題 は彼等の つて又我が問題は彼等 係 を 示 した もの で あ

問題 となつた」 と言ふ の問題 となつた」 と言 る 。 〔68-69頁 〕

こと即 ち両者融合一枚 ふ こと即 ち両者融合一

となつて居 ることであ 枚 となつて居 ることで

り ます 。 あ る。

福利施設に於て最も大 福利施設に於て最も大 労資協和 に依 らず して

切なの は以上 申上 げた 切なの は此の雇主の精 或 は労働管理 と云 ひ、

傭主の精神の上 に立っ 神即ち所謂産業福利精 或は能率増進と云ひ又
て 居 る こ とで あ り ま 神の基礎の上 に立つて は事業の発展 と云ふ、

37
す、種 々の方法は外部

の形式で あ ります、魂

居 ることであ る。種 々

の方法 は外部の形式で

畢寛砂上の楼閣 に過 ぎ

ないでは無いか。此の

の無い残骸で あつては あ る。魂の無 い残骸で 根底 に して確立すれ ば

百の施設 も何の甲斐 も あつて は百の施設 も何 百 の 施 設 も立 所 に成

無 いと思ふのであ りま の甲斐 も無い と思ふ。 り、千の方策 も施す に

す、諸方の工場 に於て シ エ ル ド ン 曰 く、 「精 困 難 は無 か ら う。 〔… 〕
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実行する処の福利施設 神が施設 に先行す』と。 諸方の工場を参観する
が魂の有無を考へ させ 此精神が先づ以て全体 に屡 々各種の施設等の

られ るものが無いであ に遍満 しな ければな ら 存す るものは有つて も

りませ うか魂無 くして ぬ。諸方の工場 に於て 或 は魂な き形骸た るに

方法のみ存在す るのは 実行する処の福利施設 止 まるやの感を深か ら

或 は魂あ りて方法の足 に魂の有無を考へ させ しむ るものあ るは其欠

37 りない よりも不良であ られ るものが無いであ 点一 に弦 に在 りて存す

る と思 ふ の で あ り ま ら うか 。 魂 な くして 方 るのでは無いか。此根

すQ〔513頁 〕 法のみ存在す るの は或 底無 くして百の施設を

は魂あ りて方法の足 り 行 はん とす るは、施設

な いよりも不良であ る 無 くして魂の存す るも

と言 は な けれ ば な ら の に若 か な い で あ ら

ぬ 。 う 。 〔6-7頁 〕

斯様な訳であ りますか 斯様な訳であ るか ら福 〔な し〕

ら福利施設 は決 して雇 利施設 は決 して雇主の

主の慈善恩恵で は有 り 慈善恩恵で はない。況

ません、況んや労働者 んや労働者や社会を欺
や社会を欺隔せんが為 隔せんが為め に外形を

め に外形を存す るが如 存す るが如 きは最 も福

きは最 も福利施設の精 利施設の精神 に反す る

神 に反す るのであ りま の で あ る。

す 。 雇主と労働者と同化
傭主と労働者と同化 して其上 に立て らるべ

して其上 に立て らるべ き施設で あるか ら労働

き施設であ りますか ら 者の過去現在及び将来
労働者の過去、現在及 の生活を真実 に理解 し

び将来の生活を真実に 労働者の立場 に立 ちて

理解し労働者の立場に 計画す ることが最 も大

38 立 ちて計画す ることが 切であ る。労働者の理

最 も大切であ ります、 解が充分でな いと労働

労働者に対する理解が 者の福利を増進す ると

充分で無い と労働者の 言ふ意味が真実に徹底
福利を増進す ると言ふ しないで、反つて労働

意味が真実に徹底しな 者の迷惑を来し真髄を
いで、反つて労働者の 去 ること余 りに遠 い様

迷惑を来し福利施設本 な ことに無益の努力を

来の 目的か ら言ふて其 す ることが生 じ得 るの

真髄を去 ること余 りに であ る。之 には労働者

遠 い様な ことに無益の を して其経営 に参加 さ

努力をす ることが生 じ せ又は責任者た らしめ

得 るのであ ります、之 ることが漸次重んぜ ら

には労働者を して其経 れて来た ことは最初 に

営 に参加 させ又 は其責 述べた通 りであ る。米

任者 とな らしめ ること 国政府の報告書中に
が漸次重んぜ られて来 『福利施設を被傭者の
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た ことは最初 に述べた 手 に成 るべ く一任 した

通 りであ ります、米国 が宜 しい といふ考 は多

政府の報告書 中に 「福 少経験を積 まねば起 ら

利施設を被傭者の手に ない、稀 には福利施設

成 るべ く一・任 した方が のみな らず、凡ての労

宜 しい といふ考は多少 働条件にも会社経営上
経験を積 まな ければ起 に も被 傭 者 を 参 加 さ

らない処であ る、稀 に せ、委員が設 けられて

は単 に福利施設のみな 其委員 に福利事業を一

らず、凡ての労働条件 任 して居 る有名な共同

38 にも会社経営上 にも被 経営の例 もあ る」 と言

傭者を参加 させ、委員 ふ ことが載つて居 る。

制度 に依 りて其委員 に

福利事業を一任 して居

る有名な共同経営の例

もあ る云 々」 と言ふ ご

とが 載 つ て 居 り ます

が、其主 旨とす る処は

労働者を少くも其経営
に参加 さすべ きことを

示す ものであ ります。

菰 に附加 して 申上 げて 菰 に附加 して置 き度い 〔な し〕

置 きた い こ と は、 時 々 ことは時 々耳 にす るこ

お話を伺ふ ことで あり とで あるが、今迄 はモ

ますが、今迄 はモ ツ ト ツ ト職工を優遇 して居

職工を優遇 して居たの たのであつたが工場法

であつたが、工場法 と とか健康保険法 とか ゴ

か健康保険法とかが出 出来て従来 よりも悪い

来て従来 よ りも悪 い待 待遇で も差支ない こと

遇で も差支無 いことに になったか ら法規の出

なつたか ら、法規が出 来た為あ に職工は反つ

来た為め に職工は反つ て迷惑す るな ど ＼言ふ

39 て迷惑す るな ど ＼言ふ ことを工場側の人が言

ことを工場主側の人が は れ る こ とが あ る。 之

申 され るので あります は福利施設の精神及び
が、之 は福利施設の精 法規の性質を理解せざ
神及び法規の性質を理

〔マ マ]

〔マ マ 〕

るに 帰 因 す るので あ

解 せ ざ る に 帰 因す る る。英国政府の福利施

誤つた考であ ります、 設 に関す る定義の説明

前 に述べ ま した英国政 中 に在 る通 りに法律は

府の福利施設 に関す る
一般的 に通 じて最小限

定義の説明中 にもあり 度を強制す るものであ

ます通 りに、法律 は一 つて、福利施設は其強

般的 に通 じて最小限度 制以上又 は以外 に広い

を強制す るものであ り 存在の世界を有す るこ
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まして福利施設 は其強 とを理解す る必要があ

制以上又は以外 に広い る 。

存在の世界を有す るこ

とを理解 して頂 き度い

と思 ふ の で あ り ます 、

法規の強制の範囲に縮
〔マ マ 〕

39 少 しや う とす る こ と
「マ マ 〕

は福利施設を徹廃す
る もの で あ り ま して 、

福利施設を実行せんと
した本来の精神 と霧 し

く矛盾す るもの と言は

な ければな りません。

以上を以て極めて簡単 以上を以て極めて簡単 〔な し〕

で は有 りますが、産業 乍ら産業福利の精神の
福利の精神を説明 した 説明を終つた。

次第で あります、先 に

も申 します通 り本講習

会の講義課目は肉体上
の福利施設を主 とした

もの で あ り ま して 、 福

利施設の全般 に亘つた

もの で は有 りませ ん

が、最初の試 と して此

40
の範囲 に止めたのであ

りますか ら其点 も御諒

解下 さつて今回 申述べ

ます各課 目が蔽ふて居

る施設 も是非共此の福

利施設の真精神の発露
として熱心な る御実行

〔マ マ 〕

あ らん ことを訴つて此

のお話を終 ることに致

します。(産 業福 利 協

会主催工場災害予防及
衛生講習会に於ける講
演速記)

3河 原田と蒲生における 「産業福利の精神」

以上において、同名論文 「産業福利の精神」が実質的に蒲生俊文によっ

て執筆されたことを論証 してきた。この節では、同名論文 「産業福利の精
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神 」 につ いて 、 な ぜ 河 原 田 は蒲 生 が 実 質 的 に執 筆 した 「産 業 福 利 の 精 神 」

を 自分 の 名 前 で 発 表 したの か 、 と い う点 を 中心 に検 討 を 加 え て お きた い。

その た め に、 最 初 に、 河 原 田 と蒲 生 の 関 係 な ど につ いて 、 必 要 な 限 りで 整

理 して お く。

河 原 田 は第 一一高 等 学 校 を 経 て 、1909年7月 に東 京 帝 国 大 学 法 科 大 学 政 治

学 科 を卒 業17し 、 同年11月 に 内 務 省 に入 省 した18。 彼 の 官 僚 と して の 活 動

の 舞 台 は、 最 初 は主 と して 警 保 局 な どの 警 察 行 政 で あ った が 、1922年11月

に社 会 局(外 局)が 設 立 され るや 、 その 初 代 第 一一部 長(の ち労 働 部 長)に

就 き、1928年6月 に台 湾 総 督 府 へ 転 出す る まで 、 約5年8か 月 の 長 期 にわ

た り活 躍 した19。 河 原 田 に対 し、 産 業 福 利 協 会 が 設 立 され た1925年11月 に

社 会 局 長 官 を 務 めて い た長 岡隆 一一郎 は、 河 原 田 よ り約2年 遅 い1924年12月

に社 会 局 に 移 って き た、 い わ ば新 人 で あ った20。 した が って 、1924年11月

6日 に、 来 日 中のB・ シ ー ボ ー ム ・ラ ウ ン トリーを 招 いて 開 いた 内務 省 社

会 局 主 催 の 昼 食 会21に は 、 当 時 、 同 じ内 務 省 勤 め と は いえ 、 土 木 局 長 の 職

に あ った長 岡 は 出席 す る はず もな か った 。 これ に対 し、 「ラ ウ ンツ リー 氏

が 我 国 に 来 朝 した る 際語 つ て 居 つ た 所 で あ る が」22と 、 ラ ウ ン トリー の 談

話 を 書 き留 めて い る河 原 田 は、 この 昼 食 会 に 出席 した 可 能 性 が 高 い。 そ し

て、 ま た 「同氏 〔ラ ウ ン トリー〕 が、 〔内務 省 〕社 会 局 に於 て 語 つ た 中 に」23

と書 き記 して い る蒲 生 も、 そ こ に 同席 して い たの で はな いだ ろ うか 。 も っ

と も、 河 原 田 と蒲 生 の 出席 は、 それ を 直 接 示 す 史 料 が な いの で 、 可 能 性 以

上 の こ と は いえ な い。

産 業 福 利 協 会 は、 ラ ウ ン トリーの 思 想 に刺 激 され 、 また 彼 が 関 係 した 英

国 の産 業 福 利 協 会 を 模 範 と して設 立 され た と い っ て よ い24。 した が って 、

ラ ウ ン トリーの1924年11月 の 来 日 は、 日本 の 産 業 福 利 協 会 の 設 立 準 備 の 起

点 で あ り、1年 間 の 準 備 期 間 を 経 て 、1925年11月 に設 立 に至 る まで 、 河 原

田 と蒲 生 が 中心 とな って 事 が 進 め られ た と推 測 され る。 そ もそ も、 蒲 生 は

71



近畿大学法学 第56巻 第1号

「内務省社会局が安全運動に力を注がんとする」意図で251924年3月 に嘱

託として26招 かれたのであるが、この人事は河原田が尽力 したとされてい

る27。河原田が主導権を握る産業福利協会構想は、工場等における安全運

動の指導者であった蒲生を味方につけ、二人三脚で進められたであろう。

ラウントリーの来日は、まさに時宜にかなっていたといえる。

他方、蒲生は第二高等学校を経て、1907年7月 に河原田より2年 早 く東

京帝国大学法科大学政治学科を卒業 し28、1911年か ら1923年 まで東京電気

で管理職として勤める間、労働災害防止運動を中心とする安全運動を指導

するほか、1917年 に設立された安全第一一協会などの安全運動推進団体でも

活躍 していた29。

河原田と蒲生の人脈的接点はよくわからないが30、その思想的接点は、

河原田の目指す労資協調と蒲生の取 り組む安全運動が、それぞれ労働者福

祉という共通点をもっていたことによる。つまり、河原田は産業福利運動

を通 して労資協調を実現 し、蒲生は産業福利運動を通 して安全運動を発展

させようとしたのである31。

とはいえ、労資協調は容易に実現するものではなかった。実際、河原田

自身が産業福利運動を立ち上げてか ら10年以上が過ぎた1936年7月 の全国

安全週間に際 してのラジオ演説において、次のように述べているか らであ

る。

〔工場鉱山の災害に付ての防止問題より〕更に大きな問題 として産業

界に於ける社会的安全の問題があります。どうしたら労働者側と資本

家側とが渾然一一体となつて産業の発達に遭進 し得るかと云ふ問題であ

ります。32

つまり、約10年 前にこの 「問題」を解決するため、河原田は産業福利協
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会を発足させ、活動を始めたのであったが、依然として、この 「問題」は

当事者である河原田の期待 どお りに解決されずにいたことを物語 ってい

る。

容易に実現 しない労資協調に執念を燃やす河原田は、このとき産業福利

協会の理事長ではな く、協調会で 「実質的に運営の中心を担った」33常務理

事という役職に就いていた。そして、彼は、「協調会は此度組織、内容を改

めまして、産業福利運動の普及徹底 と云ふことに遭進を致 したい」34との

思いで、協調会という組織を動員 して労資協調を実現するために再度、産

業福利運動を盛 り上げようと画策する。この画策とは、産業福利協会を協

調会に吸収 して協調会産業福利部を新設 し、同時に、かつての同志である

蒲生を抜擢することであった。そして、これは1936年4月 に実現する35。

蒲生が、「其 〔産業福利協会の〕事業の凡てを継承 し拡充す る」ために

「特設」された産業福利部36の 副部長 として 「産業福利の精神」を機関誌

『産業福利』に発表 したのは、その直後のことであった。すなわち、かつ

て河原田が産業福利協会を発足直後に発表 した 「産業福利の精神」は、そ

のまま産業福利部に 「継承」され、産業福利部の基本理念として宣言され

るに至ったのである。

河原田が 「産業福利の精神」を発表 した1927年2月 当時、河原田は社会

局労働部長として、産業福利協会の理事長の職にあり、協会の事実上の責

任者を務めていたが、他方、蒲生は社会局嘱託として産業福利協会の理事

ではなく幹事に過ぎなかった37。これに対 し、蒲生が 「産業福利の精神」

を発表 した1936年5月 当時には、協調会の常務理事である河原 田のもと

に、蒲生は協調会の産業福利部副部長 という要職に就いていた。 もっと

も、産業福利部には、社会局監督課長の北岡寿逸が部長の席を占めていた

が、当時、彼は洋行中で、 しかも国際労働機関帝国事務所長に転出が内定

していたので38、産業福利部の事実上の責任者は蒲生であった。実際、北
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岡の転出を受けて、翌年には蒲生は部長に昇格 し、名実ともに、蒲生は産

業福利部の責任者となった。

産業福利運動における思想的共通点をもつ河原田と蒲生が、最初は産業
オルガナイザ　

福利協会において、次には協調会産業福利部において、河原田が組織者、
イデオロ　ク

蒲生が理論家という同じ役柄を演 じる中、同名論文 「産業福利の精神」の

執筆者のみ入れ替わったといってもよい。この入れ替えの理由は、何であ

ろうか。また、なぜ河原田は自分の名前で 「産業福利の精神」を発表 した

のであろうか。さらには、なぜ、約10年 後に蒲生は 「産業福利の精神」を

掲載 したのであろうか。実は、これ らの疑問は、互いに関連がある。以下

に、これ らの疑問に対する答えを2点 に整理 して説明 しよう。

まず、河原田が、1927年2月 に、講習課目 「産業福利の精神」の 「講演

速記」として論文 「産業福利の精神」を発表 したのは、それに先立つ講習

課目 「産業福利の精神」を担当したか らであるというよりも、む しろ産業

福利協会の事実上の責任者が河原田であったことによる。産業福利協会の

理念を説 く 「産業福利の精神」の台詞は、協会の主役たる河原田が語る必

要があった。上司の長岡は会長 として産業福利協会に深い理解があった

が、「新人」に過ぎず、河原田と蒲生の合作で練 り上げた産業福利協会の

理念を語るには経験が浅 く、いわば舞台なれ していなかった。 しかも、産

業福利協会は河原田が部長を務める第一一部(労 働部)が 覇権を握 ってい

た39。他方、蒲生は語る実力はあっても、当時、産業福利協会の理事ではな

かったため、その資格に欠けていた。蒲生はシナリオを書 く役目に徹 した

といえる。

次に、蒲生が、1936年5月 に、河原田が既に発表 した論文 「産業福利の

精神」を再び機関誌に掲載 したのは、新設された産業福利部の事実上の責

任者が蒲生であることを組織の内外に示す効果を計算 おそらく河原田

の計算であろう してのことであった。それゆえ、河原田ではな く、蒲
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生の名前で発表する必要があった。河原田は、当時、協調会全体の責任者

であり、産業福利部だけの責任者ではなかった。加えて、蒲生がこの論文

の実質的な執筆者であったことか ら、蒲生に掲載を拒む理由もなかったで

あろう。逆に、もし蒲生が実質的な執筆者でなければ、実直な性格で文才

のある蒲生が、河原田がかつて執筆 した論文を借用することは考えられな

い。あるいは、「産業福利の精神」 という同じ題名の論文を掲載するなら、

蒲生は改めて書き直 したであろう。

おわ りに

以上において、河原田稼吉と蒲生俊文の同名論文 「産業福利の精神」の

実質的な執筆者は蒲生であることを論証 した。また、1927年2月 に河原田

が自分の名前で載せたのは、彼が産業福利協会の事実上の責任者であった

か らであり、また、1936年5月 に蒲生が同じ論文を再び雑誌に掲載 したの

は、今度は、彼が産業福利部の事実上の責任者となったことを公に示す必

要か らであった。

とはいえ、産業福利協会は、内実として、河原田と蒲生の意気投合にお

いて成立 したのであり、協会の理念としての 「産業福利の精神」は、文章

としては蒲生が大部分を執筆 したにせよ、その成立過程においては両者の

合作であったといってよい。産業福利協会発足直後に、理論家である蒲生

の書いたシナリオを、組織者である河原田が舞台上で読んだ つまり、

講習課 目で説き、論文で発表 した に過 ぎない。この意味で、2人 は

「融合帰一一」(文 章番号29)し ていたのである。

ところで、蒲生が同じ論文を再び掲載 しなければならなかったことは、

10年前に発表 した 「精神」はまだ実現せず、相変わらず説き続ける必要が

あったことを示 している。これに関連 して、産業福利協会の会長で、社会

局長官を長 く務めた長岡隆一一郎は、社会局在任中の仕事を振 り返って、次
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の よ う に評 して い る。

社会局在任中自分のやつた仕事は 〔…〕今日か ら振返つて見ると私

の自慢 した仕事が如何に無意味のものであるかと云ふ事を しみ じみと

反省させ られる。社会政策もよし、社会事業も宜 しい。然れども之等

は社会の貧富の懸隔を緩和 し、貧乏線以下に坤吟する階級の生活を幾

分向上するに非ざれば殆ど何の意味も為さない。然 らば私がある方面

か らは白眼を以て睨まれ、社会の各所に摩擦を起 してやつた仕事が、

少 しでも社会の改良に役立つて居たかと云へば、残念なが ら今日では

否と答へる外はない。貧富の懸隔に依る社会悪は全速力の自動車の走

るが如 く進んで行 く。我々の仕事は自動車とマラソン競争をやるやう
　ママコ

なもので、ギャップは日毎 に増すばかりである。 卒 直に云へば、私は

若 し之す ら実行 しなかつたとすれば事態はなほ悪 くなつたであらうと

云ふ自己弁解の下に、気休めの仕事を したに過ぎないので、真に労多

くして効少き結果に終つて しまつた。40

この一一文を踏まえるな ら、産業福利協会や産業福利部 も「気休めの仕事」

であったといってよい。や らないより増 し、というだけの話である。 しか

も、「白眼」視され 「摩擦」を起こし、「労多 くして効少 き」「無意味」な

仕事であった。

1925年11月 の産業福利協会の設立以来、続 けられてきた産業福利運動

は、1937年2月 に協調会を去った河原田が、三度、蒲生を誘い、今度は産

業報国運動へ遭進すると、1941年3月 に蒲生が部長を退 くや協調会産業福

利部は廃止とな り、産業福利運動は終わ りを告げる。河原田と蒲生によっ

て担われていた 「産業福利の精神」は、河原田と蒲生が産業福利運動か ら

離れて しまうと存続できなかった。この意味で、「産業福利の精神」は産業
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界に根付かなかっただけでな く、河原田と蒲生以外の産業福利運動の他の

担い手の中にも容易に浸透 しなかったのである。
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